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日本の第 3 回報告書審査（今年 5 月）に向けて～国連・子どもの権利委員会予備審査の報告～

国連・子どもの権利委員会による日本の第 3

回報告書審査が、いよいよ第 54 会期（2010 年

5 月 25 日～ 6 月 11 日）に行なわれる。第 3 回

報告書に加え、2 つの選択議定書に関する第 1

回報告書の審査も行なわれるので、審査には 5

月 27 日（木）終日および同 28 日午前中の 3 会

合（9 時間）が充てられる予定である。

この間、子どもの人権連も参加している「子

どもの権利条約 NGO レポート連絡会議」（事務

局・子どもの権利条約総合研究所）では、委員

会に NGO レポートを提出し、2 月 3 日にジュ

ネーブで行なわれた予備審査（会期前作業部会）

にも参加して委員会への情報提供を行なってき

た。『いんふぉめーしょん』誌上での報告が十

分でなかったことをお詫びしつつ、この間の動

きについてまとめて報告する。

「子どもの権利条約 NGO レポート連絡会議」

の NGO レポート

子どもの権利条約 NGO レポート連絡会議が

昨年（2009 年）11 月に委員会に提出した NGO

レポートの内容は、資料 2 の通りである。

連絡会議が第 1 回審査時に委員会に提出した

レポート（当時は子どもの人権連と反差別国際

運動日本委員会〔IMADR-JC〕名で提出）は、

審査の最後に複数の委員から「日本政府はこの

レポートに掲げられた勧告を参考にするべきで

ある」という趣旨の指摘が行なわれるなど、高

い評価を受けた。また、第 2 回審査時には、連

絡会議が強調した「権利基盤アプローチ」の重

要性が委員会によって積極的に受けとめられ、

総括所見の基調のひとつとなった。

今回の NGO レポートも、委員会の報告ガイ

ドラインにしたがった網羅的レポートとし、各

分野についてとくに重要と思われる諸問題を指

摘して、政府・国会がとるべき対応を具体的に

提言している。問題点の指摘と提言を行なうに

あたっては、従来どおり、条約の規定および委

員会によるこれまでの勧告を基本としつつ、委

員会の一般的意見、他の人権条約機関（自由権

規約委員会、社会権規約委員会、女性差別撤廃

委員会、人種差別撤廃委員会等）が日本に対し

て行なってきた勧告等も適宜参照するように努

めた。

とりわけ、実施に関する一般的措置、一般原

則（とくに差別の禁止）、児童福祉、教育、少

年司法等の分野については、十分な進展が見ら

れず、それどころか子どもの権利に逆行するよ

うな動きも少なからず見られることから、詳細

な指摘を行なっている。第 3 回報告書を作成し

た自公政権が委員会の勧告に誠実に対応してこ

なかったため、これまでのレポートにおける指

摘を繰り返さざるを得なかった箇所も多いが、

子どもの貧困など、この間あらためて可視化さ

れてきた問題も新たに取り上げた。また、5 月

に予定されている本審査には現政権の代表団が

出席するので、政権交代後の動きについても可

能なかぎり反映させている。

日本の第 3 回報告書審査（今年 5 月）に向けて
～国連・子どもの権利委員会予備審査の報告～

平野裕二（代表委員／子どもの権利条約 NGO レポート連絡会議）
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ンを行なった上で、委員から出された数多くの

質問に答える形で情報提供を行なった。

連絡会議が行なったプレゼンテーションの内

容は資料 1 のとおりである。時間制限があるた

め一部読み上げを省略したが、委員には全文を

配布している。第 2 回審査で勧告された「権利

基盤アプローチ」がこの間一顧だにされてこな

かった経緯を踏まえ、今回のプレゼンテーショ

ンでは、「子どもの権利基本法」（仮称）の制定、

実効性のある実施・調整・監視機構の設置など、

条約実施の前提となる制度的基盤を整備する必

要性についてあらためて強調した。会期前作業

部会は非公開であるため、その後の質疑応答の

詳細について明らかにすることはできない。

予備審査の結果を踏まえ、条約本体および 2

つの選択議定書のそれぞれについて事前質問票

（論点一覧、List of Issues）が作成され、政府

に送付された。その概要は次のとおりである。

5 月の本審査では、主としてこれらの問題に焦

点が当てられることになろう。

〔条約本体〕

⑴　裁判における条約の適用

⑵　 条約のあらゆる分野を網羅した「子どもの

権利基本法」の制定

⑶　 条約実施に関する総合的・包摂的調整機関

⑷　 構想中の「人権委員会」の権限等／地方の

子どもオンブズパーソン

⑸　 条約の普及および専門家の研修

⑹　 市民社会との協力の組織化

⑺　 ODA における人権（とくに子どもの権利）

の考慮

⑻　 婚外子差別および民族的マイノリティの子

どもに対する差別への対応

⑼　 子どもの最善の利益原則を反映した法令／

出入国管理・難民関係事案における同原則

の適用

なお、前述のとおり、今回は 2 つの選択議定

書に関する第 1 回報告書についての審査もあわ

せて行なわれる予定である。このうち、「子ど

もの売買、子ども買春および子どもポルノグラ

フィーに関する選択議定書」については連絡会

議としても情報を提供したが、「武力紛争への

子どもの関与に関する選択議定書」については、

現段階ではそれほど大きな問題はないと考え、

あえて触れていない。

予備審査（ 2 月 3 日）と事前質問票

委員会による予備審査（会期前作業部会）は、

2 月 3 日、およそ 4 時間半（午前 10 時～午後 1

時／午後 3 時～午後 4 時半）をかけて行なわれ

た。

なお、委員会は現在 2 つのグループに分かれ

て同時に 2 か国の報告書を審査しているため、

日本の報告書審査を担当する委員は 9 名であ

る。一連のプロセスを主導する「国別報告者」

には、条約本体についてクラップマン委員（ド

イツ）、武力紛争への子どもの関与に関する選

択議定書についてポラー委員（ウガンダ）、子

どもの売買・子ども買春・子どもポルノグラ

フィーに関する選択議定書についてクンプラパ

ント委員（タイ）が選ばれている。議長はゼル

マッタン副委員長（スイス）である。第 2 回審

査で日本の国別報告者を務めた李委員長はもう

ひとつのグループで議長を務めるため、日本の

報告書審査には参加しない。ただし、総括所見

は委員会の全体会合で審査のうえ採択される。

日本からは、過去 2 回の審査と同様に、子ど

もの権利条約 NGO レポート連絡会議、日本弁

護士連合会（日弁連）、第 3 回子どもの権利条

約市民・NGO 報告書をつくる会（事務局・

DCI 日本支部）の計 3 団体が会期前作業部会に

出席し、それぞれ 5 分程度のプレゼンテーショ
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への対応（人身売買被害者の送還・帰還も

含む）等についてのデータ

⑵　 選択議定書の実施の調整機関

⑶　 選択議定書の実施の監視機関

⑷　 人身売買の被害を受けた子どもの通過国・

出身国との協力状況（被害者の帰還・社会

的再統合に関する情報も含む）

⑸　 被害児保護のための立法上その他の措置

⑹　 関連の組織犯罪と闘うためにとられた措置

（ここでは子どもポルノグラフィーとの関

連で「コミックにおける子どもの描写」に

ついても取り上げられている）

⑺　 とくに被害を受けやすい立場にある子ども

（ストリートチルドレン、保護者のいない

庇護希望者の子ども、居住型養護施設に暮

らしている子ども等）の被害防止措置

〔武力紛争への子どもの関与に関する選択議定

書〕

⑴　 選択議定書の普及

⑵　 武装集団による子ども兵士（18 歳未満）

の徴募・使用をとくに禁ずる刑法上の規定

の有無

⑶　 子ども兵士関連の戦争犯罪に関する域外裁

判権

⑷　 自衛隊員（とくに PKO 要員）を対象とし

た選択議定書に関する研修

⑸　 武力紛争地域からやってきた庇護希望者・

難民の子どもに関するデータ／兵士として

利用されていた可能性がある庇護希望者・

難民の子どもへの援助

⑹　 子どもが武力紛争に関与している国への小

火器・軽火器の輸出等および軍事援助の禁

止

5 月の本審査に向けて

条約本体についての事前質問票で取り上げら

⑽　 子どもの意見の尊重の原則を反映した法令

⑾　 改正児童虐待防止法の実施／子どもの暴

力・虐待等に対応するためのその他の措置

⑿　 不利な立場に置かれた子ども（とくにひと

り親家庭の子ども）に対する金銭的その他

の支援／扶養義務の履行の確保

⒀　 少子化社会対策基本法・少子化社会対策大

綱・次世代育成支援対策推進法の実施状況

⒁　 「子どもの攻撃的、自傷的および社会退行

的行動」（暴力、いじめ、ひきこもり、自

殺等）への対応／「子どもとその親・教員

とのコミュニケーションおよび関係を支援

し、かつ学校・教室における人間関係の雰

囲気を向上させるため」の措置

⒂　 学校等で学力のみならず「人格および才能

ならびに精神的・身体的発達のホリス

ティックな発達」を確保するための取り組

み／人権教育および学校における子どもの

権利の実践

⒃　 少年司法（とくに子どもが成人として取り

扱われないことを確保するための措置）

⒄　 「前回の総括所見が限定的にしか実施され

てこなかった」理由

⒅　 条約実施における最優先課題

　（その他、子どものための予算配分、代替的

養護の対象とされている子どもの人数および関

連予算額、虐待等の被害を受けた子どもの人数、

子どもの自殺件数、外国籍の子どもの就学率、

人身売買の被害を受けた子どもの人数および関

連訴追件数についてのデータも求められてい

る。）

〔子どもの売買・子ども買春・子どもポルノグ

ラフィーに関する選択議定書〕

⑴　 選択議定書で対象とされている犯罪（子ど

もセックス・ツーリズムを含む）の認知件

数、訴追・処罰状況、被害を受けた子ども
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28 日にかけての審査が少しでも建設的かつ効

果的なものとなるよう努力していきたい。

【資料 1】会期全作業部会におけるプレゼン

テーション

ありがとうございます、議長、委員のみなさ

ま。

わ た し た ち は、 こ れ ま で 2 回（1997 年、

2003 年）、日本政府報告書に対応した NGO レ

ポートを子どもの権利委員会に提出し、審査を

オブザーブすることなどを通じて委員会に情報

提供するとともに、総括所見のフォローアップ

をしてきました。

ところが、第 3 回日本政府報告書は、これま

での 2 回の報告書からほとんど進歩していない

内容となっています。むしろ後退したといえま

す。日本では、子どもの権利と密接な関係にあ

る子どもたちの自己肯定感が低下し、また経済

格差や貧困の拡大により子どもたちの生活の基

盤が崩されるなど、子どもと子どもの権利を取

り巻く状況はいっそう厳しくなっているにもか

かわらず、この政府報告書からはそのような子

どもの実態が見えず、条約の実施の問題点や課

題が明確になっていません。このままでは、条

約の報告制度はいっそう形骸化し、子どもの権

利委員会における建設的な対話は期待しえませ

ん。

しかし、この政府報告書作成後に政権交代が

あり、新政府のもとで条約実施の姿勢が変化す

ることが期待されます。そのためにも、予備審

査後に求められる日本政府の「追加情報」にお

いて、この政府報告書の問題点をできるかぎり

改善する中身のある報告書を委員会に提出し、

委員会における報告審査に誠実な対応をするこ

とが望まれます。

委員には、昨年 11 月に提出した NGO レポー

れている問題は、これまでの審査でも繰り返し

触れられてきたものがほとんどである。ただし、

⑶入管問題における子どもの最善の利益原則の

考慮など、第 2 回審査で取り上げられたにも関

わらず総括所見には反映されなかった問題も含

まれている。また、⑿不利な立場に置かれた子

ども（とくにひとり親家庭の子ども）に対する

金銭的その他の支援についての質問は、近年日

本でも可視化されてきた子どもの貧困に関わる

ものであり、審査でどのような議論が行なわれ

るのか、注目される。また、⑵「子どもの権利

基本法」にはっきりと言及している点も興味深

い。

他方、委員会が政府に対して行なっている質

問は全体として一般的・抽象的であり、政府か

ら有効な回答を引き出せるかどうか、心もとな

い部分もある。本来、政府報告書の該当パラグ

ラフを示したうえで、より具体的な質問を行な

うべきである。

⒂「あらゆる段階の学校その他の教育機関で、

高い成績とあわせて人格および才能ならびに精

神的・身体的発達のホリスティックな発達を確

保するための取り組みについて、情報を提供さ

れたい」という質問に至っては、委員会が何を

問題にしようとしているのか、過去 2 回の審査

に通暁している者以外には理解されまい。⒃少

年司法に関する質問も、あまりにも具体性を欠

く内容である。

ともあれ、政府は事前質問票に関する文書回

答を（可能であれば）4 月 6 日までに提出する

よう要請されている。過去 2 回の審査も踏まえ

て委員会の関心事をしっかりと把握し、日本に

おける子どもの権利保障の実態がよく理解でき

るような情報提供を行なうことが必要である。

子どもの権利条約 NGO レポート連絡会議とし

てもあらためて追加情報を提供し、5 月 27 ～
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トに最新の日本の情報を入れた修正版をお配り

しています。詳細はそれをご参照ください。

第 3 回日本政府報告書の主要な問題点

条約の実施については、2 つの選択議定書の

批准、子どもの権利擁護を強化する児童福祉法、

児童虐待防止法、児童買春・児童ポルノ禁止法

の改正など評価すべき点が見られるものの、第

3 回政府報告書については、以下のような主要

な問題点があります。

①　第 3 回政府報告書は、「第 2 回政府報告書

パラグラフ○○参照」などで済ませている

箇所が非常に多く、第 2 回報告書以降の条

約の実施状況を誠実に検証し、実施の課題

を見つけようという基本的姿勢に欠けま

す。

②　2004 年の第 2 回総括所見はほとんど実施

されておらず、委員会の総括所見（勧告）

に誠実に応答しているとはいえません。例

えば婚外子差別の解消は、子どもの権利委

員会による 2 回の総括所見で勧告され、ま

た他の人権条約機関の総括所見でも再三勧

告されているにもかかわらず、改善されて

いません〔NGO レポート修正版　3A － 3〕。

③　条約に関する基本的理解が不充分です。子

どもの権利委員会の一般的意見を参照して

いないこともあって、とりわけ、差別の禁

止、子どもの最善の利益、子どもの意見の

尊重等の条約の一般原則について不充分な

理解が目立ちます〔3A ～ D〕。例えば、政

府報告書は学校における校則の制定、カリ

キュラムの編成等について、第 12 条 1 項

でいう意見を表明する権利の対象にならな

いとしています〔3D － 2〕。

④　「子どもの権利基盤アプローチ」がふまえ

られていません。例えば、「子ども・子育

て応援プラン」など子どもをタイトルに掲

げながら、少子化対策に終始し、子どもの

権利や子ども支援の視点と内容がほとんど

入っていない計画がつくられています〔1

－ 4 ほか〕。また教育の分野では、2006 年

の教育基本法の全面改定により、法体系が

教育への権利保障から国による教育統制へ

と大きく変えられました〔7 － 3〕。さらに、

少年法の「改正」は条約や委員会の勧告に

反する内容を多く含んでおり、その悪影響

は様々に生じています〔8B および資料 3〕。

⑤　重要なデータが欠落しており、子どもたち

の実態や施策の効果が見えません。例えば、

第 2 条の差別の禁止との関連ではまったく

データが挙げられておらず〔3A〕、また、

朝鮮学校に対してヘイトクライムに基づく

脅迫、教育活動妨害事件も起こっています

が、このような事件を含め差別の実態につ

いては何もふれられていません〔3A － 5〕。

また、ひとり親家庭数の概数すら発表され

ていないなど、子どもたちがかかえる深刻

な成長発達や家族の問題について支援の基

礎となる数値も把握されていません。教育

分野では、不登校、高校中退、いじめ、自

殺、体罰などに重要なデータを記載せず、

意図的に実態を隠しているとしか思えませ

ん〔Ⅶ〕。それどころか、不登校の子ども

に対する政策では、子どもの権利、最善の

利益の確保等の視点が充分ではなく、学校

復帰に固執する対応がなされ、不登校の子

どもたちの多様な学びや育ちが保障されて

いません〔7 － 9〕。この点については、レ

ポートの資料 1 および 2 をご覧ください。

とりわけ、フリースクールに通う子どもた

ちが条約を学びながらまとめあげた「不登

校の子どもの権利宣言」および子どもたち

の意見をお読みください。さらに、体罰に
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ついては、文部科学省がそれを事実上「容

認」するかのような通達を出しています〔4

－ 5〕。

⑥　自治体では、条約の趣旨や規定に基づき、

子どもの権利条例の策定やオンブズパーソ

ンの設置などが取り組まれていますが、こ

れらは自治体独自の努力によって実現して

いるものです。政府はこれらの取り組みに

対する支援をしてはいません。

⑦　政府は、第 3 回政府報告書の作成にあたり、

市民・NGO との「意見交換」の機会は 4

回ありましたが、これまで報告審査に関

わってきた市民・NGO から出された要望・

提案はほとんど反映されていません。また、

条約の実施状況について子どもたちの声を

聴く試みもありませんでした。2 つの選択

議定書の報告書作成については、「意見交

換」すらしていません。

「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関

する選択議定書」の日本政府報告書について、

その問題点と課題を簡単に指摘します。

児童買春・児童ポルノ禁止法、出会い系規制

法等の制定や改正などの立法措置をはじめとし

て、政府はこの分野の取締りを強化しています。

しかし、インターネット上で買春やポルノの被

害に遭う子どもの数は増加しています。また、

ジュニアポルノの被害に遭う子どもも増加して

います。

政府は、「第 3 回子どもと青少年の性的搾取

に反対する世界会議」で採択されたリオ協定（宣

言と行動計画）を国民に周知し、実行に移すこ

とが必要です。とりわけ、子どもを搾取するバー

チャルな画像や描写を含む子どもポルノの製

造、提供・配布、意図的な入手および所持を違

法化すべきです。また、たとえ子どもとの身体

的な接触がなくとも、そのような画像の意図的

な使用・アクセス・閲覧を規制すべきです。同

時に、子どもポルノの被害に遭った子どもが適

切な保護・ケアを受けることができるようにす

ること、適切なメディア・リテラシー教育を含

む性教育や人権教育を子どもおよびおとなに提

供することなどが必要です。

「建設的な対話」「効果的実施にむけての追加情

報」について

第 3 回政府報告書が、上のような基本的な問

題点をもつため、全体としては少なくとも次の

ような「追加情報」が必要です。個別の内容に

ついては、レポートの各項目を参照してくださ

い。

①　第 2 回総括所見の実施状況について、勧告

項目ごとに簡潔に記載すること

②　とくに差別の禁止、不登校・高校中退・い

じめ・自殺・体罰、虐待、少年司法等にか

かわる子どもの実態や施策の効果に関する

データを明示すること

③　新政権の下での政策転換について簡潔に記

載すること

④　条約の実施、とくに総括所見の効果的な実

施を促進・監視する体制・システム、およ

び子どもの権利救済のための独立した子ど

もオンブズパーソン制度の構築についての

展望を記載すること

⑤　子ども施策を効果的かつ総合的に推進する

ための政府組織＝省庁の設置、および子ど

もの権利保障を推進する基盤となる「子ど

もの権利基本法」（仮称）の制定について

の展望を記載すること

⑥　自治体における条約実施について情報を収

集し、その成果と政府による支援の課題に

ついて記載すること

⑦　2010 年 2 月の予備審査から本審査までの

間に、条約に関連する NGO と「建設的な
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対話」の機会を設け、その結果をふまえて、

追加情報を作成すること

なお、条約の効果的な実施という面では、子

どもの権利委員会に対する個人通報を可能とす

る条約第 3 選択議定書の早期策定が求められま

す。日本政府が第 3 選択議定書の制定に積極的

に貢献するよう、わたしたちからも働きかけて

いきます。

議長、委員のみなさま　ありがとうございま

した。

【資料 2】「子どもの権利条約 NGO レポート連

絡会議」の NGO レポート目次

はじめに

Ⅰ . 条約諸規定の実施のための一般的措置

1 － 1． 留保は適用範囲の明確化を、解釈宣言

は撤回を

1 － 2．「保護」に偏重した国内法の改正

1 － 3．条約を適用しない裁判所

1 － 4． 子どもに関する包括的な政策は未だ策

定されていない

1 － 5．政策調整機関が依然存在しない

1 － 6．充分なデータを収集・提示していない

1 － 7． 国レベルの独立した権利監視システム

がない

1 － 8． 構造的な不況下で子どもの最善の利益

を充分に考慮しない予算策定

1 － 9． 子どもの貧困化が進行し、権利保障を

いっそう困難にしている

1 － 10． 国際協力において市民社会との協力が

不充分

1 － 11． 教育分野 ODA における基礎教育への

支援の問題点

1 － 12． 質・量ともに不充分な条約および委員

会の勧告等の広報

1 － 13． 市民・NGO といっそうの対話・協力

が必要

Ⅱ . 子どもの定義

2 － 1．子どもの定義

Ⅲ . 一般原則

3A．一般原則：差別の禁止

3A － 1． 差別解消のための積極的措置が不充

分

3A － 2． 女性差別撤廃の努力に対するバック

ラッシュ

3A － 3．婚外子差別を正当化し続けている

3A － 4． 権利保障とインクルージョンを基本

とした障害者政策になっていない

3A － 5．朝鮮学校に対する制度的な差別

3A － 6． 日中のはざまで差別を受ける中国帰

国者の子どもたち

3A － 7． 依然として差別が残っている被差別

部落の子どもたち

3A － 8． アイデンティティ・文化・言語を奪

われたアイヌ民族の子どもたち

3A － 9． 同化政策の結果や米軍基地の存在に

苦しむ沖縄の子どもたち

3A － 10． 自らの言語・文化を保障されない外

国籍の子どもたち

3A － 11． 教育・医療・社会保障へのアクセス

を否定される外国籍の子ども

3B．一般原則：子どもの最善の利益

3B － 1． 立法における子どもの権利保障およ

び子どもの最善の利益原則を

3B － 2． 諸政策の決定プロセスで子どもの最

善の利益は充分考慮されていない

3C．一般原則：生命・生存・発達への権利

3C － 1． 最低基準の不充分さによる事故で命

を奪われる子どもたち

3C － 2．教育ストレスで苦しむ子どもたち

3C － 3． 米軍基地の存在で生命・生存・発達

を脅かされる子どもたち
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3D．一般原則：子どもの意見の尊重／子ども

の参加権

3D － 1． 子どもの意見表明および意見の尊重

は充分に確保されていない

3D － 2． 学校における意見表明・子ども参加

は依然として困難なまま

3D － 3． 立法・政策立案における子ども参加

の問題状況

Ⅳ . 市民的権利および自由

4 － 1． 依然として不充分なプライバシーの保

護

4 － 2． 子どものメディア環境とメディア・リ

テラシーの問題点

4 － 3． 国旗・国歌の強制で侵害される子ども

の思想・良心の自由

4 － 4． 適正手続きを欠く校則規定

4 － 5． 学校暴力に対する取組は不充分どころ

か条約に逆行している

Ⅴ . 家庭環境及び代替的な監護

5 － 1． 子どもの最善の利益を無視した父母か

らの分離

5 － 2． 子どもの最善の利益を考慮した家族の

再統合を

5 － 3．一時保護手続きの不備

5 － 4．子どもの養育費確保の政策の問題点

5 － 5．依然として施設偏重の代替的養護

5 － 6．不充分な施設養護水準

5 － 7．施設内での不充分な子どもの権利保障

5 － 8．不充分な里親家庭への支援

5 － 9． 子どもの最善の利益が考慮されていな

い養子縁組制度

5 － 10． ハーグ条約を批准し国際養子縁組に対

する特別法制定を

Ⅵ . 基礎的な保健および福祉

6 － 1． 障害者自立支援法は障害のある子ども

への福祉を後退させている

6 － 2． 特別支援教育における人的・物的条件

の不足

6 － 3． 思春期の子どもを対象とした総合的サー

ビスがない

6 － 4． 思春期の子どもの精神的健康のための

対応は不充分

6 － 5．食育の問題点

6 － 6． 性行為感染症の急増とリプロダクティ

ブ・ヘルス教育への抵抗

6 － 7．待機児童と「保育の質」をめぐる問題

6 － 8． 児童扶養手当の支給制限のために困窮

する 1 人親家庭

6 － 9．廃止された生活保護の母子加算

Ⅶ . 教育、余暇及び文化的活動

7 － 1． 教育制度の競争的性質は緩和されてい

ない

7 － 2． 子どもの権利を基盤せず、教育現場を

無視した「教育改革」プロセス

7 － 3． 条約の趣旨や規定に逆行する教育基本

法「改正」

7 － 4． 子どものニーズに追いつかない教育条

件整備、悪化する教職員の勤務状況

7 － 5．高等学校における教育の機会の不均等

7 － 6． 障害がある学生が高等教育へ進学する

上での困難

7 － 7．依然として深刻ないじめ問題

7 － 8．学校復帰に固執する不登校政策

7 － 9． 教育への権利を適切に保障するために

オルタナティブ教育が認められるべき

である

7 － 10． 学校運営への児童生徒・保護者・地域

住民の参加が充分ではない

7 － 11． 人権教育・子どもの権利教育はむしろ

後退している

7 － 12． 依然として改善が見られない教科書検

定制度
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Ⅷ . 特別な保護措置

8A．特別な保護措置：人身取引、性的搾取

8A － 1．不充分な子どもの人身取引対策

8A － 2． 「非行少年」として扱われる性的搾取

の被害者

8A － 3． 子どもの視点の欠落した防災基本計

画

8B．特別な保護措置：少年司法

8B － 1．少年法「改正」の問題点

8B － 2．年齢にかかる「改正」

8B － 3． 身体拘束

8B － 4．適正手続・弁護士の援助

8B － 5．処遇

8B － 6．少年司法にかかる政策

8B － 7． ネガティブキャンペーンのひろがりと

その影響

子どもの権利条約「児童の売買、児童買春及び

児童ポルノに関する選択議定書」
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“アジア子どもの権利フォーラム 2009” 開催される　連載 1

■はじめに

国連子どもの権利条約批准 20 周年の節目の

年となった昨年 11 月 18 日～ 20 日、“アジア子

どもの権利フォーラム 2009”がソウル市を会

場に初開催された。タイの参加が急遽見送られ

たことは残念であったが、モンゴル、中国、韓国、

日本が一堂に会すフォーラムが実現したこと

は、アジアの子どもの権利実現に向け、新しい

一歩をともに踏み出す上で意義深い機会となっ

た。

■記念講演

李亮喜さん（国連子どもの権利委員会委員長／

成均館大学校人間科学部長）

“アジア子どもの権利フォーラム 2009”は、

プレ・ミーティングが行なわれた 11 月 18 日を

含む 3 日間が会期。

フォーラム初日の 11 月 19 日は、まず、韓国

子どもの権利学会を代表して安東賢さんと、日

本から（国連 NGO）子どもの権利条約総合研

究所代表の喜多明人さんが登壇、開会を宣言し、

韓国側から全在姫さん（保健福祉家族部長官）、

朴東銀さん（ユニセフ韓国委員会委員長）が祝

辞を述べた。

続く記念講演には、国連子どもの権利委員会

委員長で成均館大学校人間科学部長の李亮喜さ

んが登壇。「国際社会における子どもの権利状

況と課題～国連子どもの権利条約 20 周年を記

念して」と題して基調講演を行なった。

“アジア子どもの権利フォーラム 2009”
開催される　連載 1

子どもの権利条例東京市民フォーラム　加藤千鶴子

講演で李さんは、これまで、国連子どもの権

利条約の原則、条項並びにそこに示された権利

基盤型アプローチに一致するために必要なあら

ゆる措置をとることを各国に働きかけてきた。

すなわち、子どものための立法措置や要請措置

などを、子どもに対する恩恵や保護ではなく子

どもの権利を保障し充足する観点から行なうこ

と。締約国が子どもの最善の利益を優先に、条

約において認められた子どもの権利実現のた

め、子ども・市民・NGO が参加する手続きを

経て全ての措置を講ずることとし、特に子ども

の参加と意見表明権の実施、子どもの権利擁護・

権利救済をはかるオンブズ制度の進展を各国に

求めてきた。

さらに、条約採択 20 周年を期に、国連子ど

もの権利委員会に個人が申し立てできる制度＝

個人通報制度のための選択議定書策定の決意に

ついてふれ、国連総会での発議に理解が広がっ

ていること、また、すでに欧州各国では選択議

定書策定～採択を求める動きが活発化している
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“アジア子どもの権利フォーラム 2009” 開催される　連載 1

ことなど国際動向を報告。権利の保持者として

の子どもの法的地位を強化する手立てとなるこ

とから、新たな選択議定書の発効と制度の創設

が必要であり、このフォーラムをアジア地域か

ら制度創設を求める枠組みとし、実現に向かう

国際的なスタートラインとしたいと、強く訴えた。

■第 1 セッション

アジア各国における子どもの権利条約の履行状

況

いよいよ、同日午後に開始の「第 1 セッショ

ン」では、そのテーマを「アジア各国における

子どもの権利条約の履行状況」とし、日本から

は子どもの権利条約総合研究所副代表で東洋大

学教授の森田明美さんが登壇。日本の福祉分野

における子どもの権利条約の実施状況について

報告、問題提起した（連載 2 で後述）。

さらに各国から条約の進捗状況について報告

があり、その後全体質疑・意見交換が行なわれ

た。モンゴルからは乳幼児の死亡率にこの間大

きく改善が見られたなど、基礎的な保健衛生の

進展にかかる報告がされるなど、アジア地域の

解決すべき諸課題を広く共有するセッションと

なった。

■第 2 セッション

子どもの権利モニタリングの考え方と方法

翌 11 月 20 日に行なわれた「第 2 セッション」

のテーマは、初日の李亮喜さんの講演と対をな

す、今回のフォーラムの大きな主題である「子

どもの権利モニタリングの考え方と方法」。発

表者は子どもの権利条約総合研究所事務局長で

山梨学院大学教授の荒牧重人さんが担った（連

載 2 で後述）。

その後、子どもの人権連代表委員で ARC

（Action for the Rights of Children）主宰・平

野裕二さんをコーディネーターに、①条約報告

書の作成、②モニタリング機構等、の 2 項に焦

点化した討論が会場を埋めた市民を含む各国代

表間で活発に行われた。さらに指定討論では、

各国の子どもの権利条約報告書の作成に子ども

の参加と意見表明を実現した具体的事例や、日

本側からは吉永省二さん（千里金蘭大学教授）

が川西市子どもオンブズパーソン条例の制定と

実施を事例に子どもに寄り添い、支える、自治

体から実施する子どもの権利擁護・救済制度の

必要性と重要性について発言。全体討論では、

日本の自治体発子どもの権利条例・オンブズ

パーソン条例の取り組みについて評価とともに

大きく注目が集まり、子どもの権利委員会の総

括所見でもある独立性等を確保した人権擁護法

案化とその法制化、実施に向けるための展望に

いたる議論が展開された。子どもの権利擁護と

救済機能をどのように社会が備え、発展させる

かは都市化と少子化が進むアジア地域に共通の

課題点であることが明白となったセッションで

あった。

　アジア地域で初の多国間交流と協議の場と

なった今回のフォーラム。プログラムの終盤で

は、「アジア子どもの権利フォーラム宣言」が

提案、議論され、2 年後には東京を開催地とす

ることを含めアピールが採択、3 日間にわたっ

た国際会議が幕を閉じた。
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「国連 子ども（児童）の権利条約と日本」 緊急院内セミナー  2010/3/4       報告

この緊急院内セミナーは、NPO/ 国連 NGO 

子どもの権利条約総合研究所の呼びかけで国内

の NGO/NPO が協働し、衆議院第 2 議員会館

内会議室で開催された。国会のスケジュールを

やりくりし、昼休みを利用して出席した国会議

員の方々が 10 名、秘書などの議員の代理の方

が約 30 名、NPO/NGO 等の関係者が約 20 名

の参加で満員になった会議室において、子ども

の権利条約総合研究所 副代表の森田明美さん

がセミナーの開始を宣言し、続いて呼びかけ人

を代表して子どもの権利条約総合研究所 代表

の喜多明人さんから挨拶と趣旨説明がおこなわ

れた。

最初のテーマは「子どもの権利条約の実施に

関する第 3 回日本政府報告書審査に向けて、日

本がなすべきこと」についてであった。まず背

景となる仕組みを簡単に説明すると、「子ども

の権利条約の実施に関する政府報告書審査」と

は、国連・子どもの権利委員会が条約締結国か

ら 5 年に 1 度提出される情報などに基づいて、

条約の実施状況を検討し、「総括所見（最終見

解）」において問題点の指摘と解決のための措

置の勧告をおこなうものである。この政府報告

書→総括所見のプロセスに先だって行われるの

が「会期前作業部会」であり、2 月４日にジュネー

ブにて非公開で開催された。 日本からは子ど

もの人権連が参加する「子どもの権利条約

NGO レポート連絡会議」（子どもの人権連代表

委員からは平野裕二、森田明美、が参加）、「日

本弁護士連合会」、「第 3 回子どもの権利条約市

民・NGO 報告書をつくる会」の代表が出席して、

それぞれが提出した NGO レポートに基づく情

報提供と議論をおこなった。この会期前作業部

会の内容に基づいて子どもの権利委員会が作成

した「事前質問票 (List of issue)」に対して、

政府が 4 月 6 日までに文書回答を提出し、5 月

27 日・28 日に同じくジュネーブにて本審査が

行われる予定になっている。

院内セミナーではこの「事前質問票」の内容

と、本審査に向けて国会議員に望むことについ

て、子どもの権利条約総合研究所 事務局長 荒

牧重人さんと、子どもの人権連代表委員 平野

裕二さんから説明された。事前質問票では広範

な指摘がされていて、例えば ・子どもの権利基

本法の制定を計画しているか ・婚外子及び民族

的マイノリティに属する子どもへの差別に対し

てどのような措置をとってきたか ・不利な立場

におかれた子どもへの支援がどのようにおこな

われているか ・学校において子どもの権利はど

の程度実践されているか  等多岐にわたる内容

である。一方、国会議員に当面望むこととして

は、これから提出される「追加情報」が適切な

内容になり、本審査に出席する政府の代表団が

適切に構成されるよう政府に働きかけること、

「子どもオンブズパーソン制度」の構築、子ど

も施策を効果的・総合的に推進するための政府

組織の設置、子どもの権利基本法の制定を政府

に働きかけること等の提言があった。

「国連 子ども（児童）の権利条約と日本」
緊急院内セミナー  2010/3/4　報告

NPO こども福祉研究所 理事  谷川由起子
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「国連 子ども（児童）の権利条約と日本」 緊急院内セミナー  2010/3/4       報告

セミナーの後半は、セーブ・ザ・チルドレン

ジャパン シニアアドバイザーの森田明彦さん

から、国連子どもの権利委員会へ個人が申し立

てできる制度の確立を求めた提案をおこなっ

た。世界にある 9 つの国際的人権条約のうち、

子どもの権利条約だけが個人通報制度を持って

いないとのことで、世界中の NGO が参加して、

キャンペーンをおこなっているとのことであ

る。

参加した国会議員からは様々なタイミングで

発言があった。（順不同）瑞慶覧長敏衆議院議員、

小宮山洋子衆議院議員、津川祥吾衆議院議員、

井戸まさえ衆議院議員、姫井由美子衆議院議員、

那谷屋正義参議院議員、谷博之参議院議員、神

本みえ子参議院議員、高橋千鶴子衆議院議員か

ら、それぞれの議員が子どもの権利に関して活

動している内容や思いなどと共に、このセミ

ナーの内容について賛同の意思と応援メッセー

ジが送られた。最後に今回の院内セミナー実施

にあたって紹介議員となっていただいた大河原

雅子参議院議員より、今後もこのようなセミ

ナーを継続的に実施し、市民と政治家が連携し

て、子どもの権利を守る仕組み作りを強力に推

進していきたいというメッセージがあり、熱気

に満ちた 1 時間のセミナーが終了した。
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第 10 回「子どもの権利条約具体化のための実践」助成事業報告①

1　練習場は子どもたちのほっとする居場所

四日市ジュニア ･ アンサンブルは、1988 年

11 月に活動を始め、現在は四日市市を中心に

周辺市町 20 校園から集まる子どもたちの音楽

団体です。

・ 私にとって練習場は第 2 の学校だと思って

います。けんかは本当にないし、団員のほ

とんどがちがう学校のちがう学年だけど、

みんなが同じ学校のクラスメートという感

じです。（中 3 A さん）

・ 私は今あまり中学校に行くことができてい

ないのですが、学校でだれにも自分のこと

を相談できません。でもジュニアではみん

なが一つのことに向かってがんばり、みん

な仲が良くていじめなんかは一切なく、だ

れにでも相談できて自分が一番安心して一

日ずっといられる場所です。（中 3 B さん）

2　 練習は子どもたちが自分たちで考えてすす

めます

幼稚園から中学生まで年齢差がある団員構成

ですので、年齢の小さい子どもたちが無理なく

練習できるように、練習のなかみを上学年の子

どもたちがよく考えてすすめます。

・ 私が小さい子になったつもりで、どうすれ

ばひきやすいか考えました。( 中 2 C さん )

・ 小さい子どもたちにダンスのふりを一つず

つ教えるのは大変でしたが、「どんなときも

笑顔でね！」と言い続けました ( 中 2 Dさん )

・ 「上手だから自信をもってね！」とはげまし

ました。（中 1 E さん）

一年間練習を積み「第 20 回年にいちどのこ

んさーと」が 1 月 24 日に終わりました。

下学年の子どもたちの感想です。

・ さいしょにオープニングをふいたときにき

んちょうしました。でもたのしかったです。

（小 2 F さん）

・ 本番少しわすれてしまったセリフがあった

第 10 回「子どもの権利条約具体化のための実践」
助成事業報告①

三重県　四日市市　四日市ジュニア ･ アンサンブル
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第 10 回「子どもの権利条約具体化のための実践」助成事業報告①

けど、口パクでおしえてくれたので、最後

までがんばってできました。（小 4 G さん）

ご来場のお客様の感想です。

・ 1 部の 4 曲はおとなでもむずかしい「剣

の舞」などを、子どもたちが見事に完璧

にマスターしていることに感心しました。

目をつむって聞いているとその迫力はお

とな以上のレベル。時に「ロミオとジュ

リエット」の曲紹介の子が、むずかしい

カタカナのことばをかむことなくすらす

らと言えたのには感心しました。曲間の

スムーズな交代もよかった。今後の活躍

をさらに期待します。

・ とても楽しませていただきました。コマー

シャルに使われている身近な曲も楽し

かったです。

・ 子どもたちが頭と体を使ってよく音楽や

セリフや体の動かし方を覚え、よく集中

して演じている様子が立派でした。

・ ミュージカル、キャスト一人ひとりのレ

　 ベルが高くすばらしかった。オーケスト

ラも舞台上の動きとぴったり合っており

洗練されていました。

・ 大変すばらしいコンサートに感動しまし

た。すべてが手作りで、学年も多岐にわ

たる中、演奏・合唱・ダンス・セリフ・

司会役など、子どもたちだけで進行して、

それらすべてを覚えて行ったことが、本

当に大変でしたでしょうに、みんなが一

つのものを作り上げるために一丸となっ

ていた姿に涙があふれそうでした。一年

間の学校や各家庭での行事や学業もあっ

たでしょうに、すべて同時進行していた

のかと思うと、本当に子どもたちの吸収

力や能力の高さには驚かされます。帰り

際、子どもたちが目を真っ赤にして入口

に立っていた姿にまた感動しましたし、

やり切った達成感やこれがラストコン

サートになってしまう中 3 の子どもたち

の名残惜しさみたいなものを感じて切な

くなりました。きょうはこんなすばらし

いエネルギーに満ちた時間を共にすごせ

たことを大変うれしく思っています。保

護者の方々、そして感動を与えてくれた

子どもたちに感謝申し上げます。感動を

ありがとうございました。

3　 カンボジアの子どもたちのためにできること

自分たちでできることはないだろうか。そん

な子どもたちの気持ちが高まって開いたのが、

「100 円コンサート」［2007 年 3 月 24 日（土）］

でした。集まった収益金は 25,000 円を越え、

カンボジアに井戸が 1 本掘られることになりま

した。

2008.12.25 開催「クリスマス・チャリティ・

コンサート」と 1.25 開催の演奏会、そして子

どもたち自身で選曲、企画、練習、本番の進行

ま で 進 め た 2 回 目 の 100 円 コ ン サ ー ト

（2009.3.21）の募金合計が 3 万円を越えました。

そこで、カンボジアのバサックスラムへ 30

人の子どもたち 2 か月分のお米約 200kg の購入
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第 10 回「子どもの権利条約具体化のための実践」助成事業報告①

に充ててもらう支援金として送りました。

2009 年 10 月と 11 月、カンボジアから担当

者のお手紙と子どもたちの絵が届きました。

■カンボジアバサックスラムから届いた手紙

（2009.10 月）

こんにちは。お元気ですか？カンボジアは今

雨期で毎日のように雨が降っています。このた

びは NGOMAKETHEHEAVEN バサックスラ

ム米米マンにご支援いただきありがとうござい

ました。

お預かりさせていただいた募金は、10月分

のバサックスラムのお米代 (200kg 分）として

使わさせていただきました。

カンボジアは 10月から新学年がスタートし

ます。

子どもたちはおかげさまで毎日元気に学校へ

通って勉強したり友だちと遊ぶことができま

す。

本当にありがとうございます。

日本はだんだん寒くなってくると思います

が、四日市ジュニア ･アンサンブルのみなさま

も、元気で毎日を過ごせるようにカンボジアか

ら祈っています。また来月分のお米もお預かり

して募金を使わせていただく予定ですので届け

次第また報告させていただきます。

NGOMAKETHEHEAVENカンボジア事務所

バサックスラム担当より

■カンボジアバサックスラムから届いた手紙

−その 2 −（2009.11 月）

こんにちは。

先月に引き続き、バサックスラム米米マンに

ご支援いただきありがとうございます。

四日市ジュニア ･アンサンブルのみなさまか

らお預かりした募金は、11月分のバサックス

ラムに住む約 30 人の子どもたちのお米代

(200kg分）として使わさせていただきました。

先月から始まった学校も、おかげさまで元気

に通うことができています。

また、季節の変わり目はいつも体調をくずす

子が多いのですが、最近はとても少なくうれし

いです。

本当にありがとうございます。

みなさまも寒い冬、かぜに気をつけてお過ご

しください。

NGOMAKETHEHEAVENカンボジア事務所

バサックスラム担当より

・自分たちが行ったコンサートで集まったお

金でたくさんの子どもたちの役に立っているか

らすごくうれしい。手紙のほかに写真や子ども

たちのかいた絵を見て心があたたかくなった。

（中 2 G さん )

今は、3 月 20 日に開く 100 円コンサートに

向けて、計画を練っているところです。
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第 10 回「子どもの権利条約具体化のための実践」 助成事業報告②　にこにこ学級のとりくみ

1　経緯

 にこにこ学級は、五條市立野原小学校で行

われてきた旧同和地域で行われてきた補充学級

の流れを引き継ぎながら、人権について学び、

なかまづくりや居場所づくりができるような活

動を、と行われている。5 月に 3 年生以上の全

児童に募集を行い、希望者を募る。補充学級の

折りは、教科学習を中心に行ってきたが、法切

れに伴い内容も一新し、子どもたちの中でやっ

てみたいことを話し合いながら活動を組み立て

るようにしている。市の事業として行われてい

るが、経費の削減により活動の縮小を余儀なく

されてきた。この度、補助を受けることができ

て、新たな取り組みに挑むことができた。

2　取組の概要

本年度は主に 3 つの柱で活動を組み立てた。

　①　自分たちの「幸せ」について考える

　②　 和太鼓や三線を演奏して文化祭に出演

する

　③　 様々な活動を通してなかまづくりをす

る

以下に柱に沿って活動をふり返る。

①　自分たちの「幸せ」について考える

「子どもの権利条約」について学びたいと考

え、資料をあれこれ見たが、2 年生から 6 年生

までのメンバーを考えると、条約の解説をして

も十分に理解できるとは思えなかった。そこで、

何かいい活動はないかと探していると、「キッ

ズゲルニカ」の活動にたどりついた。自分たち

の考える平和な世界、幸せな風景、あるいは訴

えたいことを大きな布にみんなで表現していく

ものである。

自分たちの権利、そしてそれと同じだけの隣

にいる人の権利、それらが守られている世界は

どんな世界か、それらを考えることで「子ども

の権利条約」の中身に近づきたいと考えた。そ

こで、子どもたちとまずはブレーンストーミン

グを行った。「幸せっていったいなんだろう？」

という課題で。指導者の中では、お金やものが

たくさん出てくるのではないかと、少し心配し

ていた。

ところが、毎年カンボジアで NGO 活動をし

ている方と交流していることもあるのか、子ど

もたちは「学校に行けること」「病気になった

とき病院があること」「自然があること」「友だ

ちがいること」「家族」「きれいな水があること」

「食べ物があること」などを出していた。

出てきた内容からイメージを出し合い、下絵

を描いて、さらに話し合った。中心になる下絵

を選び、そこにイメージを重ねていくことに

なった。大きな虹の下に自分たちの生活がある

ものが選ばれた。その虹の下に、家や家族のパー

ト、家から学校までにあるもの（地域）のパー

ト、学校のパート、自然のパート、宇宙のパー

トの 5 つのパートに分かれ、幸せを描いていく

ことになった。

第 10 回「子どもの権利条約具体化のための実践」
助成事業報告②

にこにこ学級のとりくみ
奈良県　五條市　にこにこ学級
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大まかな下絵に色を塗っていく。大きな布で

根気の要る仕事だったが、なんとか 1 学期中に

完成させることができた。おじいちゃんやおば

あちゃんから赤ちゃんやペットに至るまで自分

たちをとりまく人々に支えられて、地域や社会

に見守られ、学校で友だちと学び、自然環境に

抱かれて、宇宙船地球号の乗組員として生きて

いくという絵ができあがった。その絵は、その

後、文化祭で展示され、友だちや保護者の方々、

地域や校区の人々に見ていただくことができ

た。

ちょうど、担当の芝田が JICA の 09 年度の

教師海外研修に参加できることになった。行き

先はタンザニアである。幸せの絵の活動をなん

とかタンザニアでの研修につなげたいと考え

た。そこで、この絵を披露して、どんなことや

どんな状態が幸せなのか、交流することになっ

た。

タンザニアの小学校で 7 年生の子どもたちに

この絵を見せて、日本の子どもたちの幸せにつ

いての考えを話してもらった後、「では、君た

ちはどんなときが幸せかな？」と、尋ねてもらっ

た。子どもたちはぴんと来ない様子だった。「学

校に来て勉強すること」「お客さんがくること」

などという答えはいただけたが、どこかかみ

合っていないような感じがした。青い鳥を探す

のはむしろ無為なことなのだろうか？あるい

は、「幸せ」などというとらえどころのない概

念について考えたことがないのかもしれない。

孤児院も訪問し、そこでいっしょに絵を描いて

もらった。きれいな物や楽しいことを一生懸命

に描いてくれていた。

絵の他に、「幸せカルタ」づくりにも取り組

んだ。幸せになるために必要なことをメンバー

それぞれが考え、言葉を探し、それに合わせて

絵カードを作成した。子どもたちは 50 音のそ

れぞれに、自分が大切だと思うことを重ねて表

現していった。なかなか思いつかないのでは？

と心配していたが、次々に言葉を考え、あっと

いうまに 50 音のすべてのカードができあがっ

た。もちろん、みんなでカルタ大会をして遊び、

大盛況だった。

② 　和太鼓や三線を演奏して文化祭に出演する

11 月には地域の文化祭があり、にこにこ学

級として出演した。これまでは、和太鼓のみで

出演してきたが、今年度は沖縄の三線に初めて

取り組んだ。沖縄の工房からかんから三線の

キットを購入し、組み立てることから始めた。

三線のような弦楽器は初めての子も多く、とま

どっていたが、楽譜が読めるようになり、音の

出し方が分かると、どんどんできるようになり、

2 ヶ月ほどで 2 曲弾けるようになった。

沖縄でなぜかんから三線が生まれたか、沖縄

戦や沖縄の人々の思いにも触れ、「かんから三

線うるしるむん」と「島人ぬ宝」という曲を演

奏した。

和太鼓は、みんなで音をそろえようとする

チームワークが大切である。大きな和太鼓を見

て、子どもたちはとにかくたたきたがる。自分

勝手に音を出すのが面白いようだ。しかしなが

ら、それでは曲はできあがらない。互いの音を

聞きながら、楽譜に沿って「みんなの音」を出
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すまでの道のりはなかなかだった。最終的に、

文化祭と全校朝会で演奏し、大きな拍手をいた

だいたことは、子どもたちの自信になったこと

と思う。

③　様々な活動を通してなかまづくりをする

サツマイモを植え、収穫し、料理してみんな

で食べるという一連の活動や、チヂミやキムチ

作りという外国の食文化に触れる活動などに取

り組んできた。食べることは大好きな子どもた

ちだが、地産池消や異文化への理解といった課

題をも視野に入れながら、活動できたかどうか

は少し不安であり、もう少し働きかけが必要

だったと思う。

また、みんなで力を合わせてチャレンジする

という意味から、毎年、チャレンジ・ザ・ゲー

ムという日本レクリエーション協会が主催して

いる活動に参加しており、昨年は全国大会にも

参加させていただいた。今年は、同会とフジテ

レビが企画して、ロープジャンプ EX という大

会が行われた。その関西予選にエントリーした

ところ、幸い当選し、出場することになった。

大縄跳びなのだが、まったく入れない子もい

る中での練習開始だった。最初は、「せーの！」

のかけ声もむなしく、1 度も跳べないような状

況で、部分練習や個人練習を重ね、入ることの

できなかった子もなんとか入れるようになっ

た。そうした練習の中で、最初は「だれや？つっ

かえたの？」とできないことを責めていた子ど

もたちが、「ドンマイ、ドンマイ」と言えるよ

うになり、失敗して暗い顔をしていた子が、「ご

めん！」と大きな声で言えるようになり、チー

ムワークも育っていった。

大会当日、記録のレベルは高く、優勝チーム

とは雲泥の差となったが、それでも自己ベスト

を更新し、納得のいくパフォーマンスができた

様子だった。当日の会場の手すりには、応援の

ための横断幕として、「幸せの絵」が掲げられた。

ばっちり、テレビのニュースの中にも写り込ん

で、全国にもお披露目となった。

3　成果とこれから

縦のつながりの薄れてきた子どもたちの集団

の中で、高学年の子どもたちがリーダーシップ

をとり、小さな子どもたちをうまく輪の中に入

れて遊ぶのは難しいこととなってきた。そんな

中でにこにこ学級では、自然と異学年の子ども

たちが交流しあい、かかわりが生まれていった。

「こんなことしよう」「こんな風にしたらおもし

ろそう」といった発言も自然に生まれ、次々と

アイディアが生まれていった。

中でも、絵を描くというのは、生まれたアイ

ディアをその場で形にしていくのに適した手段

だったように思う。「幸せの絵」にしても「幸

せカルタ」にしてもわいわいいいながら次々に

描かれていく絵を見て、担当の大人たちはただ

ただ見とれていた。こうした表現の手段と方法

が子どもたちに約束されていることそのもの

が、子どもの権利なのだろうなあと思う。二つ

の財産を次年度からの子どもたちにもつなげて

いきたいと思う。
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第 11 回「子どもの権利条約具体化のための実践」助成事業募集要項
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第 11 回「子どもの権利条約具体化のための実践」助成事業募集要項
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2009/11/20	 産経新聞
	 奨学金延滞の社会人、84％が年収

300万円未満　正社員は3割
学生時代に受けた奨学金の返

還を延滞している社会人らのう
ち、84％は年収 300 万円未満で
あることが 20 日、日本学生支援
機構の平成 19 年度調査で分かっ
た。延滞者のうち正社員は 31％。
正規雇用の機会に恵まれず、低
所得から返還できないケースが
多かった。調査は 19 年 12 月に
実 施、6 カ 月 以 上 の 滞 納 者 約
7300 人が回答した。延滞してい
る人のうち、年収が「100 万円未
満」と答えたのが 37％と最多。

「100 万円以上～ 200 万円未満」
が 29％、「200 万円以上～ 300 万
円未満」は 18％。「400 万円以上」
は 8％だった。就職状況では、派
遣社員やアルバイトが 36％で、
正社員 31％、無職 16％、主婦 8％。
延滞理由（複数回答）は「本人
の低所得」が 41％でトップ。「親
の経済困難」も 37％あり、「本人
の借金返済」24％など、経済的
な理由を挙げる人が多かった。

「本人の失業・無職」も 20％いた。

2009/11/25	 毎日新聞
	 東大生にも不況の波　親の年収急

減　450万円未満、前年から倍増
比較的裕福な家庭が多いとい

われる東京大生にも不況が影を
落としている。同大学の 08 年の

「学生生活実態調査」によると、
親の世帯収入が年収 450 万円未

満の学生が前年の 9・3％から
17・6％に急増した。学生自身の
収入も大幅に減っている。調査
はリーマン・ショック後の 08 年
末に学部生の 4 分の 1 を対象に
実施し、1585 人から回答を得た。
例年 10％前後だった年収 450 万
円未満の層が大幅に増えた一方、
高額所得層は減少。07 年に 45・
5％に達した 1050 万円以上の層
が 36・5％に減った。仕送りやア
ルバイト代、奨学金など学生が
得る収入は、自宅外生（寮生を
除く）に限ると、男子は月平均
1486 円減の 15 万 4234 円、女子
は同 1 万 7093 円減の 14 万 8097
円。

　
2009/11/26	 産経新聞
	 都教委、学校裏サイト監視結果ま

とめる　不適切な書き込み6500件
東京都教育委員会は 26 日、い

じめや子供の犯罪の温床として
問題になっているネット上の「学
校裏サイト」の監視結果をまとめ
た。監視は都内の公立校計約
2200 校が対象で、都教委が民間
業者に委託して実施。6 月 18 日
から 10 月 31 日までの結果を集
計したところ、計 6558 件の不適
切な書き込みが見つかった。内
訳は、自分の携帯電話番号やメー
ルアドレス、所属クラスなどを書
き込んだ「自身の個人情報公開」
が 2819 件で最多。飲酒や喫煙の
経験談など「不適切行為」が
1672 件、友人や教師への「誹（ひ）

子どもの人権関係の報道と記録から… 

★DOCUMENT・ドキュメント・記録（No.101／2009.11.14～2010.1.13）★
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謗（ぼう）中傷」が 1068 件と続
いた。このほか「自殺・自傷行
為の予告・告白」は 39 件、殺害
や暴行をほのめかす「違法・犯
罪行為」も 16 件。事件性が極め
て高く、早急な警察への通報を
要する書き込みはなかった。

2009/11/28	 朝日新聞
	 高校無償化「地方負担も検討」　

藤井財務相
民主党がマニフェスト（政権

公約）に掲げた「高校実質無償化」
について藤井裕久財務相は 27 日
の記者会見で、地方自治体にも
負担を求めることを「検討して
いる」と述べた。鳩山政権は、
主要政策の見直しや実施手順な
どを議論しており、今後、文部
科学省などと調整を進めたい考
えだ。 政権公約の工程表は、10
年度から実施する高校無償化の
費用は「5 千億円」と明記し、文
科省は全額国費を前提に、10 年
度予算で 4624 億円の関連経費を
要求している。 藤井氏は「地方
団体で所得の低い方にはちゃん
と対応をとっているのがほとんど
だ」と述べ、低所得者向けには
都道府県レベルで授業料などの
減免が実施されていることを踏
まえたうえで、高校無償化の制
度設計を検討したい考えだ。 

　
2009/11/29	 朝日新聞
	 「虐待防止へ親権一部制限も」
	 防止学会が民法改正意見書

「日本子ども虐待防止学会」（小
林美智子会長）は 28 日、さいた
ま市で総会を開き、親が虐待対
応の妨げになっているとして、親
権の一部を一時的に制限し、親
の「懲戒権」の条文を削除する
などの民法改正を求める意見書
を発表した。 学会によると、親

が親権を盾にした強引な引き取
りなどで被虐待児童の保護を妨
害し、医療や教育を拒否するな
ど、適切な対応ができないこと
があるという。 意見書では、必
要な措置をとる際に、司法手続
きで親権を部分的に停止したり、
親よりも福祉施設の所長や里親
の判断を優先したりできるよう、
法律上明記することなどを求め
ている。

2009/11/30	 産経新聞
	 20年度の小中学生の暴力行為が過

去最多に　中学生は初の4万件超
全国の小中学生、高校生によ

る学校の内外での暴力行為の件
数は、平成 20 年度は 5 万 9618
件で前年度より 11・5％増え、小
学校、中学校ともに過去最多だっ
たことが 30 日、文部科学省の「児
童生徒の問題行動調査」で分かっ
た。特に中学生は初めて 4 万件
を超えるなど増加が目立った。一
方、いじめ の 認 知 件 数 は 8 万
4648 件で、前年度より約 1 万 6
千件減少した。文科省は「いじ
めは学校が把握していないだけ
の可能性もあり、暴力行為と合
わせ、全体として憂慮すべき状
況だ」としている。暴力行為の
発生件数は、小学校 6484 件（前
年度比 1270 件増）▽中学校 4 万
2754 件（同 5951 件増）▽高校 1
万 380 件（同 359 件減）。内訳は、
生徒同士の暴力が3万2445件（同
4049 件増）で最も多く、器物損
壊が 1 万 7329 件（同 1611 件増）、
対教師が 8120 件（同 1161 件増）
－と続いた。被害者が病院で治
療を受けた比率は生徒間で 26％、
対教師で 22％だった。いじめ件
数は減少する一方で、いじめを
認知した学校数も同 6・9 ポイン
ト減って 40％。認知した学校で
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は 88％で個別面談を行っていた
のに対し、認知しなかった学校
では 71％にとどまった。自殺者
は 136 人で、同 23 人減。背景に

「いじめの問題」があったとされ
たのは高校生 2 人、中学生 1 人で、
半数を超える 73 人が理由は「不
明」とされた。

2009/12/5	 朝日新聞
	 不登校の子どもたちが「権利宣言」

価値観の尊重訴え
「子どもの権利条約」の国連採

択から 11 月 20 日で 20 年を迎え、
東京のフリースクールに通う子ど
もたちが「不登校の子どもの権
利宣言」をつくった。学び方を
選ぶ権利を求め「共に生きやす
い社会を」と大人に呼びかけて
いる。前文と 13 の条文から成る
権利宣言は、「東京シューレ王子」

（東京都北区）に通う 10 代の子
どもたち 15 人がつくった。 前文
は「私たち子どもはひとりひとり
が個性を持った人間です」と始
まり、「子どもの声に耳を傾け、
個々の価値観を尊重してくださ
い」と訴える。第 1 条にうたった
のは「学校へ行く・行かないを
自身で決める権利」。他にも「競
争に追いたてたり、比較して優
劣をつけてはならない」などやめ
てほしいことを挙げたほか、「他
者の権利や自由も尊重します」
と自分たちの気構えも盛り込ん
だ。「まずは権利の存在に気づか
なければ」と、最後の第 13 条に
は「子どもの権利を知る権利」
をうたった。23 日に「東京シュー
レ葛飾中学校」であったシンポ
ジウムでは、権利宣言にかかわっ
た 13 ～ 16 歳の 4 人が思いを語っ
た。きっかけは昨年春。ユニセ
フの活動や子どもの権利条約を
紹介する施設を見学した際、「君

たちは幸せだ。ご飯を食べられ、
学校に行けて戦争にも駆り出さ
れない」と言われたことだった。
重い言葉だった。自分たちを見
つめ直そうと権利条約について
勉強し、話し合いを重ねた。学
校が合わなくて苦しんだ自分た
ちはどうしたらいいか。「甘えて
いる」「わがまま」といった言葉
にどうこたえればいいのか。今年
は全国の不登校の子どもが交流
する合宿も 20 年の節目を迎える
ため、自分たちの気持ちを宣言
にまとめることにした。宣言の全
文 は 東 京 シ ュ ー レ の サ イ ト

（http://www.tokyoshure.jp/） で
見られる。

	2009/12/7	 朝日新聞
	 「無気力生徒に苦労」「いじめ隠さ

れている」　若手教員、悩みを共有
20 ～ 30 代の教職員が現場で

の悩みを出し合う会合が 11 月 28
～ 29 日、東京であり、各地から
約 300 人が集まった。現在、学
校現場の教員は 40 歳代後半から
50 代が多く、若手は少数派。同
世代で話し合う場が少ないため、
日本教職員組合の青年部が組合
員に呼びかけて開いた。 会合は
十数人ずつの班に分かれ、計 7
時間半にわたって開かれた。 小
学校の女性教員は「荒れる学校」
の悩みを報告した。授業を妨害
したり、備品を壊したりする生徒
に「夢」をたずねると、返ってき
た答えは「立派な不良になるこ
と」。親は子どもの教育に無関心
で放任しているという。「目標や
価値を見いだせない生徒や、話
し合いができない親にどう接す
ればいいのか」 参加者からは「信
用できる大人が増えれば子ども
も変わる。フォローしてくれた先
生に心を開いた例もある」「教員
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同士が話し合って役割を決めて
は」といった意見が出た。 全校
で 30 人余りしかいない小規模中
学に勤める教員 2 年目の養護教
諭は「長い間変わらない人間関
係のなかで、友人と合わなくて
悩んでいる子どもがいる。経験
不足の私は話を聴いてあげるこ
としかできないのが情けない
……」と話した。 九州の高校教
員は「なにもやりたくない、つま
らない」という無気力な生徒へ
の対応で苦労しているという。 

2009/12/8	 朝日新聞
	 幼稚園と保育所一元化へ来年に基

本方針　文科・厚労省
政府が 8 日に閣議決定した緊

急経済対策に、文部科学省と厚
生労働省に所管が分かれている
幼稚園と保育所の一元化を含め
た制度改正を 2011 年の通常国会
で目指す方針が盛り込まれた。
来年前半にも基本方針を固め、
法案化に着手する。この方針は、
規制改革という位置づけで、経
済対策をまとめる最終段階で
入った。民間参入を促すなどの
制度づくりを進め、保育所に入
れない待機児童の解消に、定員
割れしている幼稚園を活用する
ことなどを検討する。民主党は
マニフェストで「子ども家庭省」
設置構想を掲げており、「縦割り
行政」を是正し、子ども施策の
一本化を図る狙いがある。ただ、
幼保一元化は既得権益を侵され
る懸念から族議員の抵抗にあい、
自公政権では具体化が進まな
かった。麻生政権でも一元化構
想が検討されたが、自民党文教
族の抵抗で頓挫した。長妻昭厚
労相は 8 日の閣議後の会見で、
保育所の待機児童の問題をめぐ
り「幼稚園とも一元化するので、

考えをまとめていきたい」と幼保
一元化に意欲を見せた。川端達
夫文科相は 8 日、記者団に「幼
保を引っ付ければいいという話
じゃない。（話し合う）土俵を作っ
てしっかりやっていく」と述べ、
議論を進める考えを示した。都
市部を中心に、不況で働き始め
る親が増えて保育所の待機児童
が増える一方、少子化で定員割
れする幼稚園も出ている。06 年
には幼稚園と保育所の機能を合
わせた「認定こども園」が導入
されたが、設置数は目標を大きく
下回る。背景に、補助金申請が
文科省と厚労省で別々になって
いるなど縦割り行政の弊害が指
摘されている。 

2009/12/14	 読売新聞
	 虐待で家がない子どもの村、完成

楽しみ
虐待や生活困窮などで家族と

暮らせない子どもと里親が一緒
に生活する「子どもの村」（福岡
市西区今津）で 12 日、上棟式が
あった。建物計6棟の完成は2月、
開村式は 4 月下旬の予定。企業
や小児科医などでつくる NPO 法
人「子どもの村福岡」が市有地
約 3500 平方メートルを借り、里
親家族用の一戸建て 5 棟と児童
福祉の専門家が常駐する「セン
ターハウス」1 棟の建設を進めて
いる。里親 3 組も内定している。

2009/12/16	 読売新聞
	 高校生の内定率 55・2％…10月

末現在　前年比11・6ポイント減
来春卒業予定の高校生の就職

内定率（10 月末現在）は前年同
期比 11・6 ポイント減の 55・2％
で、落ち幅は 1976 年度の調査開
始以降で最大だったことが 15日、
文部科学省の調査でわかった。
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就職希望者自体、約 1 割減って
おり、同省は「就職難で進学に
切り替えているのでは」とみてい
る。調査は都道府県教委などを
通じ実施。内定率を男女別で見
ると、男子の落ち幅が大きく、前
年同期より 12・4 ポイント低い
59・4％、女子は 10・7 ポイント
減の 49・6％だった。都道府県別
では、沖縄（26・0％）が最も低く、
北海道（30・8％）、宮城（38・6％）
の順。最も高かったのは富山（73・
4％）で、岐阜（72・8％）、愛知（72・
0％）が続いた。就職希望者は 18
万 7360 人と前年同期より約 2 万
人（9・8％）減っていたが、内
定者は 10 万 3352 人だった。

2009/12/18	 朝日新聞
	 子どもの体力、向上せず　
	 小 5・中2全国調査

文部科学省は 17 日、全国の小
5、 中 2 の 8 割 強 が 参 加 し た
2009 年度の「全国体力調査」の
結果を公表した。全国一斉調査
は 08 年度に続いて 2 回目で、こ
れを機に各地で体力向上の取り
組みが進んでいるが、各種目と
も成績はほとんど変わらず、全
体としては結果にまだ表れてい
ない。文科省はこれとは別に、
1964 年以降、1％に満たない程度
を抽出した調査を実施している。
その成績のピークは 85 年度で、
平均値を全国体力調査の 08 年
度、09 年度と比べると小中、男
女を問わずおおむね低下してい
る。今回と前回では成績に大差
はなく、上がった種目と下がった
種目が混在している。同時に実
施したアンケートでは、「体育の
授業が楽しい」と答えた割合は、
男 子 が 小 5 で 73 ％、 中 2 で
54％、女子は小 5 で 61％、中 2
で 40％と小、中学校で差が出た。

ただし、「やや楽しい」も含める
といずれも 80％を超えた。運動
習慣をみると、1 週間の運動時間
の合計が 1 時間未満だった女子
は小 5 で 22％、中 2 で 31％いた。
中 2 では男女とも「運動時間が
週 0 ～ 1 時間」と「週 15 時間前
後」の二つのピークがあり、運
動する生徒としない生徒に二極
化する傾向が昨年同様に出た。 

2009/12/19	 産経新聞
	 支援学校の子供10万人突破へ　

文科省調査	
全国の知的障害児を対象とし

た特別支援学校の児童生徒が
年々増加し、この 15 年間で倍増、
平成 21 年度には 10 万人を突破
する見通しとなっていることが
19 日、文部科学省の調査で分かっ
た。近く 21 年度分の調査結果が
まとまる。少子化傾向が進んで
いるにもかかわらず、特別支援
学校の児童生徒が急速に増え続
けていることについて、文科省は

「軽度発達障害の児童生徒の通学
が増えたためではないか」などと
分析している。調査によると、平
成 20 年度に全国の特別支援学校

（1026 校）に通う児童生徒のうち、
知的障害児は 9 万 6924 人。現在
21 年度調査が進められており、
傾向などから 10 万人を超える見
通しとなっている。

2009/12/20	 朝日新聞
	 草食化？学生、米留学に尻込み　

10年で1・3万人減
留学といえばアメリカが通り

相場だったのは今は昔。日本か
らの米国留学生は 1997 年の 4 万
7 千人をピークに減り続け、2007
年は 3 万 4 千人にまで落ち込ん
でいる。国際化で学生が様々な
国に興味を示すようになったこ
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とが大きいが、「活気あふれる国」
という米国のイメージに尻込み
し、「マイペースで過ごせる国が
いい」と口にする草食系の学生
も増えているという。日本からの
留学生の減少には、米国大使館
も危機感をもっている。文部科
学省などによると、日本を出て海
外で学ぶ留学生自体は増えてお
り、05 年の総数は約 8 万人と 10
年前の 1．3 倍になっている。米
国はその中で相対的な人気を落
としている格好で、国・地域別
にみると例えば 97 年には全留学
生の 75％程度を集めていたが、
05 年は 5 割弱になっている。逆
に増えているのはアジアで、特に
中国は 05 年は 1 万 9 千人弱で
10 年前の 2 倍以上に。国際化の
流れの中、中国の大学と交換留
学の協定を結ぶ大学が増えてい
ることが大きいという。

2009/12/20	 産経新聞
	 視力 0・3未満の小学生7・3％で

過去最多に
視力が 0・3 に満たない小学生

の割合が、平成 20 年度より 0・2
ポイント増えて 7・3％に上り、
過去最多となったことが文部科
学省の 21 年度学校保健統計調査
速報で分かった。調査項目に加
わった昭和 54 年度の 2・7 倍に
増加。視力低下が止まらない現
状が浮かんだ。背景には、幼児
期からのテレビゲーム、パソコン
の影響があるとみられ、文科省
は「以前より目を酷使する機会
が増えたのではないか」と分析
している。速報によると、「0・3
未満」の児童の割合は、6 年が
14・9％（昨年度比 0・9 ポイン
ト増 ）、4 年 が 8・4％（ 同 0・5
ポイント増）。1 年は 1・0％、2
年は 2・7％でいずれも昨年度と

同じ割合だった。中学生は 0・4
ポイント減り、22・0％。高校生
も 0・7 ポイント減の 27・7％だっ
たが、「1・0 未満」の割合は 1・
4 ポイント増加し、59・4％を占
めた。

2009/12/21	 読売新聞
	 米、子供の1％弱「自閉症」

米疾病対策センター（CDC）
は 18 日、米国の子供の 110 人に
1 人が、社会性や意思疎通の能力
の発達が遅れる「自閉症スペク
トラム障害」（ASD）を持つとの
推定を発表した。2007 年発表の
推 定 値「150 人 に 1 人 」（0・
66％）から大幅に増加した。診
断が広まったことで発見される
件数が増えた効果も考えられる
が、CDC のキャスリーン・ライ
ス博士は記者会見で「自閉症な
どが実際に増加している可能性
も排除できない。公衆衛生上の
緊急の問題だ」と話した。CDC
は全米 11 州で、30 万人以上の 8
歳児について病院や学校の 2006
年の記録を調査した。その結果、
0・9％に当たる 2700 人以上が自
閉症やアスペルガー症候群など
ASD に該当すると判断した。

2009/12/22	 読売新聞
	 「南京事件」両論併記…日中歴史

共同研究近く最終報告　現代史公
表見送り

日中両国の有識者による「日
中歴史共同研究委員会」（日本側
座長＝北岡伸一・東大教授）が
24 日にも最終報告をまとめ、こ
のうち「総論」を発表することが
明らかになった。時代ごとに担当
委員が執筆した論文を盛り込ん
だ「各論」も近く公表される見
通しだ。ただ、南京事件の犠牲
者数など両国の争点となってい
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る論点を巡っては溝が埋まらず、
両論併記になる見通しだ。1945
年以降の現代史については公表
を見送る方向となった。中国側
が現在の中国政府への批判につ
ながることを懸念したためとみら
れる。日本軍が 37 年に中国・南
京を占領した際に起きた南京事
件に関しては、中国側は政府の
公式見解「犠牲者 30 万人」を譲
らず、日本側も「数万人から 20
万人まで」など様々な説があると
主張したため、両論併記とする
こととした。日中戦争についても、
日本側は「軍部の一部勢力に引
きずられて戦線が拡大した」と
の見解を示したが、中国側は「計
画的な中国への侵略」と結論づ
け、かみ合わなかった。現代史
に関する公表が見送られるのは、
米英など連合国がいわゆる「A
級戦犯」を裁いた東京裁判（46
～ 48 年）や、天皇陛下の中国訪
問（92 年）などの評価で意見が
対立したためだ。89 年の天安門
事件なども、「中国側には触れら
れたくないテーマ」（関係者）だ
という事情があった。

2009/12/25	 朝日新聞
	 高校指導要領解説書、「竹島」明

記せず　官邸判断
文部科学省は 25 日、2013 年

度から実施する高校の地理歴史
科の新学習指導要領の解説書を
公表した。昨年、中学の解説書で、
韓国と領有権をめぐって争いの
ある島根県沖の「竹島」（韓国名・
独島）を初めて記述して政治問
題化したが、今回は「竹島」の
文言を直接盛り込まず、中学で
の学習を踏襲するよう求めて間
接的に触れるという、あいまいな
表現にとどめた。昨年 7 月に公
表された中学の解説書は、自民

党議員などの声を受け、「我が国
と韓国の間に竹島をめぐって主
張に相違があることなどにも触
れ、北方領土と同様に我が国の
領土・領域について理解を深め
させることも必要」と、初めて「竹
島」の文言を入れた。竹島を「日
本固有の領土」と表現しないな
ど韓国にも配慮した表現だった
が、竹島に触れたこと自体に韓
国側は反発、駐日大使を一時帰
国させたほか、民間の交流事業
でも中止や延期が相次いだ。今
回の高校解説書も、文科省内で
中学と同様「竹島」に触れた案
が検討されたが、平野博文官房
長官らの判断で最終的な文言が
固まった。1999 年作成で、今も
使われる高校の解説書は領土問
題について、「北方領土など我が
国が当面する領土問題について
は、我が国が正当に主張してい
る立場に基づいて的確に扱う」
となっている。今回の改訂で、こ
れに「中学校における学習を踏
まえ」「領土問題について理解を
深めさせる」との表現が加わっ
た。25 日の閣議後会見で、川端
達夫文科相は「（竹島が）我が国
の領土であるということは何も変
わっていない」と説明。竹島と
明記しなかった理由は「中学の
解説書に（既に）書いてある。
中学の学習を踏まえるという記
述に集約した」と、この記述で
も高校での指導には十分との認
識を示した。韓国への配慮につ
いては「ない。我が国の教育は
我が国が責任を持つ」と答えた。
文科省によると、高校の地理歴
史では、ほとんどの教科書で竹
島の記述がある。 
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2009/12/25	 産経新聞
	 教員の精神疾患が過去最高　
	 16年連続で増加

平成 20 年度に学校を病気休職
した教職員は 8578 人（全体の 0・
94％）で、そのうち 63％に当た
る 5400 人を精神疾患が占め、い
ずれも昭和54年の調査開始以降、
過去最高となっていることが 25
日、文部科学省の調査で分かっ
た。精神疾患を理由とする休職
は 16 年連続の増加だった。調査
の対象は公立小中学校と高校の
教職員ら計約 91 万 6 千人。教員
の精神疾患について各教育委員
会は（1）生徒指導や教育内容へ
の変化に対応できない（2）教員
同士のコミュニケーションが減少
し、相談相手がいない（3）多忙
によるストレス（4）保護者や地
域の期待や要望が多様化し、対
応が困難－などを挙げている。
文科省では「各要因が複雑に関
係しているのでは」と分析して
いる。年代別では 50 代以上が
36・8％で最も多く、40 代の 36・
1％、30 代の 20・6％が続いた。
教員全体の年齢構成比では 50 代
以 上 は 32 ％、40 代 は 36 ％ で、
50代以上で発症比率が高い。年々
増える精神疾患に対し、文科省
は今年 1 月、教員が気軽に周囲
に相談できるような環境作りや、
休職者が円滑に職場復帰できる
よう支援を求める通知を出して
対策を指導している。同調査で
は懲戒処分の状況も調べ、わい
せつ行為などで処分を受けた教
員は過去 3 番目に多い 176 人に
上った。わいせつ行為などで処
分された 176 人のうち、行為の
対象が自校の児童生徒だった
ケースが 49・4％でほぼ半数を占
め、行為が行われた場所は保健
室、生徒指導室などが多かった。

文科省によると、「指導の際に教
員が子供と一対一にならないよ
う指導している県もある」という。
懲戒処分を受けた教員の総数は、
訓告などを含めると 4020 人。最
多は交通事故の 2502 人、次いで
体罰 376 人だった。

2009/12/26	 朝日新聞
	 学力調査「3割抽出」に　都道府

県別成績は公表　文科省
小 6 と中 3 を対象にした全国

学力調査について、文部科学省
は 25 日、2010 年 度 は 全 体 の
32 ％（ 小 学 校 25 ％、 中 学 校
44％）をサンプル抽出して実施
することを決めた。政権交代後、
文科省の政務三役は従来の全員
参加から抽出型にすることを決
定。当初は抽出率を 4 割にする
考えだったが、事業仕分けで

「もっと少なくても学力傾向はわ
かる」という批判が続出し、さら
に減らすことにした。学力調査は
これまで、国語と算数・数学の
実施 2 教科について都道府県別
の成績が公表されており、「競争
意識を過度にあおっている」と
いう批判がある。文科省は、抽
出調査に切り替えた後も何らか
の形で都道府県別の成績を公表
するとしており、今後も議論は続
きそうだ。 文科省の計画では、
調査対象は学校単位で無作為抽
出するため、調査対象の学校が
一つもない市区町村も出てくる
可能性がある。文科省は、自治
体が希望すれば、対象から外れ
た学校にも同じ問題を無料で提
供する考えだ。この場合は自主
採点とし、全体の集計には加え
ないとしている。 文科省は、学
力調査のスポーツ版として全国
体力調査も 08 年度から実施して
いるが、これについても全員参
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加型をやめ、来年度から 20％の
抽出調査にするとしている。

2009/12/31	 朝日新聞
	 知的障害生徒向け「分教室」広が

る　12年度には倍増
知的障害者向けの特別支援学

校高等部の分教室や分校などを
同じ敷地内に設置する公立高校
が、2012 年度までに少なくとも
18 府県の 55 校に増える見通しで
あることが、朝日新聞の調査でわ
かった。09 年度の 10 府県 28 校
からほぼ倍増する。少子化の影
響で急増する高校の空き教室を
活用して特別支援学校の生徒を
受け入れる。障害のある子とな
い子がともに学ぶ「ノーマライ
ゼーション」に近づこうとする狙
いだ。09 年度、公立高校内に特
別支援学校の分教室、分校を設
置しているのは 9 府県。滋賀県
は高校と同じ敷地内に特別支援
学校そのものを開設している。こ
れらの中には 12 年度までに設置
数を増やす府県があるほか、新
潟、三重、京都、徳島、沖縄の 5
府県が10 年度、高知県が11年度、
兵庫、福岡の両県が 12 年度に初
めて設置する予定だ。特別支援
学校は、07 年の改正学校教育法
で盲・ろう・養護学校が統合さ
れてできた。公立高校内に設置
されている分教室などは、知的
障害者を対象としている。このよ
うな分教室、分校が増えている
背景には、特別支援学校の高等
部に通う生徒の急増がある。文
部科学省によると、02 年度は 4
万 1206 人だったが、09 年度に
は 5 万 3093 人に達した。大阪府
では、児童・生徒数 150 ～ 200
人程度の規模が妥当とされる知
的障害児向けの特別支援学校で、
児童・生徒数が300人を超える「マ

ンモス校」が 5 校に上っている。
文科省の担当者は「特別支援教
育に対する保護者の理解が深ま
り、高等部進学への希望が高まっ
ている」と話す一方で、全国の
高校生の数は少子化に伴って 89
年度の 564 万 4 千人をピークに
減り続け、09 年度は 334 万 7 千
人にまで落ち込んだ。この結果
生じた空き教室を、特別支援学
校高等部の生徒の過密化解消に
利用する狙いだ。分校などが設
けられても、両校の生徒の授業
は基本的に分けられているが、
体育祭や文化祭などの学校行事
や部活動は一緒に取り組む場合
が多い。双方が「日常的な交流
を通して相互理解を深められる」
としている。 

2010/1/4	 毎日新聞
	 就学援助：支給に格差　主要 73

市区、所得基準最大1．5倍
自治体が経済的に困窮する小

中学生を支援する「就学援助（準
要保護）」制度で、全国の主要 73
市区の間で支給条件となる親の
所得基準に最大 1・5 倍もの格差
があることが、毎日新聞の調査で
分かった。本来、生活保護まで
至らない困窮世帯を支援する制
度だが、大阪、横浜など 8 市は
所得条件を生活保護と同等に厳
しく設定していた。就学援助の
所得基準に関する全国規模の公
的データはなく、実態が明らかに
なったのは初めて。就学援助に
は生活保護世帯の子どもへの「要
保護」と、それ以外の子どもへ
の「準要保護」がある。要保護
の対象は全国約 13 万人（08 年度）
だが、生活保護の受給には資産
の有無や生活状況が厳しく審査
されることなどから、子どもを抱
えた困窮世帯の全体像を表した
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ものとは言えなかった。調査は、
生活保護世帯以外に支給される
準要保護に着目して、09 年 12 月
に実施。国庫補助がないため支
給基準や額は自治体で異なり、
大半は支給の所得基準を生活保
護基準額（都市部の夫婦と小学
生以下の子ども 2 人の家庭では
約 25 万円）をもとに決めている
ため、全国の政令市と道府県庁
所在地、東京 23 区に、何倍に設
定しているかを聞いた。最も高い

「1・5 倍」は福島、宇都宮市で、
多くの自治体が 1・2 ～ 1・3 倍
以下となっており、生活保護世
帯より所得面で余裕のある家庭
への支給も可能だった。札幌、
静岡、福岡、北九州市などは所
得でなく、社会保険料などを控
除する前の「収入」を基準とし
ていた。一方、最も厳しい「1・
0 倍以下」は、大阪、横浜、名古
屋、堺、川崎、千葉、和歌山、
佐賀。支給を受ける子どもは計
約 14 万人となり、生活保護家庭
以下の所得で暮らす子どもの実
態の一部が初めて数字で裏付け
られた。

2010/1/7	 読売新聞
	 学童クラブ、夜7時まで…共働き

「小1の壁」解消へ
東京都は 2010 年度に、放課後

の小学児童を夜まで受け入れる
東京版の学童クラブを創設する
ことを決めた。保育所は午後 7
時以降の延長保育が進んでいる
が、小学児童については、受け
入れ時間が長い施設が少なく、
共働き家庭から改善を求める声
が多かった。東京は出生率が全
国の自治体で最も低く、少子化
対策の柱として、まずは計 6000
人分、150 施設の新設を目指す。
子供を延長保育で預けてきた共

働き家庭が、小学校入学に伴っ
て預け先に困り、仕事と育児の
両立に悩むケースが目立ち、最
近は「小 1 の壁」と呼ばれるよ
うになっている。実際、都内に
480 か所ある認証保育所は 13 時
間の開所が義務づけられており、
午前 7 時半～午後 8 時半の利用
が一般的。約 1700 の認可保育所
も、08 年度の調査では約 79％が
延長保育を実施している。一方、
都内には 09 年 5 月の時点で、全
国最多の 1549 か所の学童クラブ
があるが、午後 7 時以降も受け
入れている施設は 224 か所（14・
4 ％） で、1237 か 所（79・8 ％）
が午後 6 時までに終了している。
都が子育て中の約 1300 世帯を対
象に実施した 07 年度調査でも、
44・2％の世帯が午後 7 時以降の
利用を望んだのに対し、実際に
利用できていたのは 8・6％に過
ぎなかった。新たに設ける学童
クラブの運営時間は、午後 7 時
以降までとする。この場合に限っ
て、国などの補助金を除く運営
費について、区市町村とともに
最大 2 分の 1 負担する考えで、
東京版への参入を運営会社側に
強く働きかける。都では、午後 7
時までの運営が中心になるとみ
ている。区市町村が運営する公
設の既存クラブにも、新制度の
創設を機に、できるだけ利用時
間の延長を求める方針だ。

2010/1/7	 産経新聞
	 「小 1問題」先生の2割が経験　

都教育庁調査
「小 1 プロブレム」とも呼ばれ、

小学校入学直後の児童が教諭の
話を聞かなかったり、授業中に
立ち歩くなど落ち着かない状態
になる不適応状況を、東京都内
にある公立小校長の 24％、教諭
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も 19％が経験していたことが 7
日、東京都教育庁の調査で分かっ
た。

都教育庁は昨年 7 月、公立小
1313 校の校長と担任経験のある
教諭に、平成 20 年度に所属して
いた学校での不適応状況の有無
などを聞いた。不適応状況の態
様（複数回答）は「授業中、勝
手に教室の中を立ち歩いたり、
外へ出ていく」が最多の69％。「担
任 の 指 示 通 りに 行 動 し な い 」
62％、「日常的な児童同士のけん
かやトラブル」50％など。原因
で最も多かったのは「児童に耐
性が身についていない」こと。次
いで「基本的な生活習慣が身に
ついていない」「家庭の教育力の
低下」など家庭やしつけ上の要
因が上位を占めた。

2010/1/9	 読売新聞
	 小学教員採用に英語の波

昨年実施された 2010 年度の公
立小学校教員採用試験で、英作
文やリスニングなど、英語に関す
る出題をした教育委員会が全体
の 4 割に上ることが、文部科学
省の集計でわかった。半数以上
は前年度以降の導入で、11 年度
からの小学校英語必修化に備え
る動きが活発になっている。文
科省によると、今春採用となる
10 年度の試験で、都道府県・政
令市 65 教委のうち、27 教委が英
語関連の能力をみた。うち 15 教
委は前年度以降に始めていた。
採用試験の内容は教委によって
異なるが、通常、筆記のほかピ
アノや跳び箱といった実技、面
接などを課すのが一般的。英語
関連はこの中で様々に盛り込ま
れている。10 年度は筆記試験で
リスニングや英作文を課したの
が 23 教委。実技試験で簡単な英

会話などを行ったのは、筆記と
の重複を含めて 12 教委だった。
埼玉県では、特に英語に強い人
材の採用に力を入れる。09 年度
採用から、英検準 1 級などをク
リアしていると採用試験の一部
を免除する制度を導入した。こ
の枠では昨年 17 人が合格。今の
ところ 700 人を超える合格者の
2％程度だが、県教委の担当者は

「英語に不慣れな小学校教員が多
いのが実態で、リーダーになれる
人材の採用が急務だ」とする。
こうした採用枠は、京都市や熊
本県でも設けている。5、6 年生
を対象とする小学校英語の必修
化を前に、文科省は小学校教員
の採用試験で英語に関する出題
をできるだけ課すよう、08 年 12
月に通知を出した。だが、受験
者の多さなどから、筆記、実技と
も課していない自治体も多い。

2010/1/9	 朝日新聞
	 徴収金の滞納、生徒にバイト勧め

て回収　鳥取の県立高校
鳥取県の県立高校が、当時在

学していた 2 年生の女子生徒の
通帳とキャッシュカードを半年間
預かり、振り込まれたアルバイト
代を引き出して、教材や修学旅
行などの費用にする「学校徴収
金」に充てていたことが分かっ
た。徴収金の滞納が続いたため、
学校側が保護者に提案していた。
同校の校長は「不用意だった」
と釈明。女子生徒はその後退学
している。元生徒は 2007 年 4 月
に高校に入学。授業料や徴収金
の滞納が続いたため、学校側は
原則禁止しているアルバイトを
勧め、元生徒は 08 年 3 月からコ
ンビニで働き始めた。その後に
授業料は減免されたが、学校徴
収金は最高で約 8 万円余り滞納
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していた。学校側は 08 年 9 月、
元生徒や父母に対し、元生徒の
アルバイト代が振り込まれる郵
便局の通帳とキャッシュカードを
預かることを提案。母親が学校
側に渡した。同校の校長は朝日
新聞の取材に対し、「電話や家庭
訪問などで保護者に支払いを繰
り返し働きかけたが応じてもらえ
ず、通帳とキャッシュカードを預
かることを選択肢の一つとして
提案した」と説明。通帳などを
預かった点については、「結果と
して不用意だった」と話した。

2010/1/13	 読売新聞
	 工業高で原子力教育を　
	 茨城の教員らが勉強会

国内の総電力の 3 割は原子力
発電が担っているが、中学や高
校で原子力の仕組みや安全対策
を学ぶ機会はほとんどない。多く
の原子力関連施設が立地する茨
城県では、原子力や放射線に関
する基礎知識を工業高校の生徒
に教えるため、教員らが勉強会
を続けている。昨年 11 月中旬、
県立勝田工業高校の会議室に十
数人の教職員が集まった。身近
な放射線を知ると同時に、原子
力の安全を確保する上で放射線
の厳重な管理が必要なことを学
ぶためだ。勉強会は 2007 年度に
始まり、この日が 5 回目。県立日
立工業高、水戸工業高も同様の
取り組みを行っている。県教委
が11年度まで実施する予定の「原
子力・エネルギー人材育成推進
事業」の一環だ。同県では 1999
年の JCO 臨界事故で 2 人が亡く
なった。事故は現場の知識不足
も原因の一つだった。勝田工業
高の勉強会を担当する橋本浩一
教諭（45）は「原子力関連の企
業に就職する生徒も少なくない。

自ら危険を判断するための基礎
を身につけさせるには、まず教師
が正しい知識を得なくては」と
話す。同校は電気系の生徒が学
ぶ科目「電力技術」に原子力の
学習を組み込むことを検討して
いる。地球温暖化対策のため、
二酸化炭素など温室効果ガスを
ほとんど排出しない原子力発電
が脚光を浴びるなか、知識を持っ
て最前線で働く人材を育てる芽
が育ちつつある。
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2010/1/14	 朝日新聞
	 「40人学級」さらに少人数に　文

科省、基準見直しへ
文部科学省の政務三役は、公

立小中学校の 1 学級あたりの標
準的な児童生徒数を「40 人」と
定めた国の基準について、人数
を減らす方針を決めた。少人数
学級でより細かい指導を行う環
境を整えるためで、早ければ来
年の通常国会で学級編成の基準
を定めた法律を改正し、2011 年
度から数年かけて完全実施する
ことを想定している。国の基準
の見直しは、1980 年度に 45 人
から 40 人に減って以来で、約 30
年ぶり。国の基準は、必ず守ら
なければならない性格のもので
はなく、国の基準人数を下回る
学級を各都道府県が独自に編成
できる。文科省のまとめでは、例
えば小学校 3 ～ 6 年生では 35 人
以下の学級編成をしているのは
10 県ほどあり、仮に国の基準の
見直しの結果が「35 人」であれば、
それ以外の都道府県の学級編成
に影響を与えることになる。

2010/1/14	 産経新聞
	 都教委が土曜授業を認める通知　

「公開授業」条件に上限月2回
東京都教育委員会は 14 日、都

内の区市町村教委に小中学校の
土曜日授業を認める通知を出し
た。都教委は土曜授業の実施上
限を月 2 回と決めた。公開授業
を原則とし、運用は市区町村の

各教委や学校に任せる。背景に
は、平成 14 年度から導入された
学校週 5 日制の結果、十分な授
業時間が確保できない事情があ
る。都内の公立学校では現在、
11 の区教委と 12 の市教委で夏期
休暇を短縮して授業時間を確保
しているほか、小学校の 19・6％、
中学校の 22・3％で土曜日の補習
授業がすでに行われているとい
う。加えて 23 ～ 25 年度、小中
学校、高校で順次、新学習指導
要領が実施され、授業数がさら
に増加することからその対応が
急務となっていた。このほか、通
知には、道徳授業地区公開講座
や子供を犯罪から守るセーフ
ティ教室の年 1 回の実施などを
盛り込んだ。

2010/1/18	 朝日新聞
	 教職員の組合、加入率42％に

文部科学省は、2009 年 10 月 1
日時点での、公立学校教職員の
組合などへの加入状況をまとめ
た。教職員団体全体の加入者は
前 年 比 1 万 2115 人 減 の 43 万
5908 人。加入率は同 1・8 ポイ
ント減の 42・3％で、34 年連続
の減少となった。最大の組合で
ある日本教職員組合（日教組）
の 加 入 者 は 6126 人 減 の 27 万
8733 人、加入率は 1・0 ポイント
減の 27・1％。新規採用者の加入
率は同 1・8 ポイント減の 20・6％
だった。日教組に次ぐ規模の全
日本教職員組合（全教）の加入

子どもの人権関係の報道と記録から… 

★DOCUMENT・ドキュメント・記録（No.102／2010.1.14～2010.3.15）★
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者 は 3042 人 減 の 6 万 1538 人、
加入率は 0・4 ポイント減の 6・0％
だった。 

2010/1/19	 産経新聞
	 「教育受ける権利を侵害」京都弁

護士会が朝鮮学校への“抗議”で
声明

京都朝鮮第一初級学校（京都
市）で昨年 12 月、市民グループ
が拡声器で大声を上げる“抗議
行動”をした問題で、京都弁護
士会（村井豊明会長）は 19 日、「教
育を受ける権利を侵害するもの
だ」との声明を発表、鳩山由紀
夫首相らに送付した。声明は、
学校を批判する行為として許さ
れる範囲を超えた「脅迫的言動」
と指摘。差別を助長し、関係者
に不安や恐怖を与えたとしてい
る。弁護士会によると、「在日特
権を許さない市民の会」（在特会）
のメンバーが昨年 12 月 4 日午後、
授業中に校門前で「スパイの子
どもやないか」などと約 1 時間、
大声を上げた。在特会は、近く
の公園を学校が利用していたこ
とを「不法占拠」だと批判して
いたという。

2010/1/23	 朝日新聞
	 経済的理由で退学の私立高生、
	 過去最多の恐れ　私教連

家庭の困窮など経済的な理由
で退学する全国の私立高校生の
割合が、全国私立学校教職員組
合連合（私教連）が 1998 年に調
査を始めて以来、過去最悪にな
りそうだ。一昨年秋以来の世界
同時不況の影響とみられ、卒業
や進級を前に学費納入を迫られ
るため退学者が増える年度末を
控え、教師や生徒らは危機感を
募らせている。調査を始めた 98
年度には経済的な理由による退

学率は 0・13％で、2006 年度ま
での平均は 0・15％だった。不況
とともに経済格差が広がり、07
年度は最悪の 0・21％、08 年度
も 0・20％の高水準だった。回答
校数は全私立校の約 4 分の 1 に
当たるため、全国で約 100 万人
いる私立高校生のうち退学者数
は 2 千人に上る計算だ。今年度
の場合、年度途中の学費滞納率（3
カ月以上の滞納）が 1・70％で、
07、08 の両年度の同時期をそれ
ぞれ 0・16、0・23 ポイント上回っ
た。 

2010/1/23	 毎日新聞
	 授業で新聞：中1で年約 40時間

を確保
東京都立小石川中等教育学校

（中高一貫）の稲井達也教諭は、
新聞や本を読み、得た知識に基
づいて自由討論する授業を 3 年
生（中 3）と 5 年生（高 2）で試
みた。中 3 では、6 班にそれぞれ
テーマを与えた。「日本の労働問
題について考える」班では、岩
波新書の「反貧困」（湯浅誠著）
と 2 紙の関連記事を資料にした。
通読し、キーワードを見つけ、論
点整理に 4 時限を費やし、最後
の 1 時限で討論した。「バブル崩
壊後、経済が低迷して格差が広
がった」との見方から「自己中
心的な人が増えた」「核家族化の
影響も……」といった分析のあ
と「（中学生として）身近なとこ
ろで助け合う社会をつくらなけ
れば」へと発展したという。討
論後、新聞 1 面のコラム形式で
意見を書かせ、この単元を終え
た。「読解力と活用力をはぐくむ
ための授業です。ほかの意見を
しっかり聞くことも大切です。書
かせることでそれらがわかりま
す」と稲井教諭。高 2 では生徒
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にテーマを任せた。「過熱する中
学受験」といった教育関係が半
数にのぼった。討論の仕方は、
記事の文章をそのまま紹介する
のではなく、意見を深めるために
活用する様子もみられた同校の
生徒には新聞の読み方が身に着
いている。1 年生の総合的学習の
時間に、新聞についての授業を
年間約 40 時間実施しているから
だ。稲井教諭は「新聞教育を定
着させるには、カリキュラムの中
に位置づけ、担当者が代わって
も継続できる態勢作りが必要だ」
と語る。

2010/1/25	 朝日新聞
	 子どもの貧困なくすネット　
	 31日、設立準備のシンポ

家庭が経済的に恵まれず、様々
な不利益を受けている子どもた
ちを支えようと、福祉や教育など
の関係者が近く「なくそう！　子
どもの貧困」全国ネットワークを
設立する。専門家が知恵を出し
合い、改善を訴えていく取り組
みだ。31 日には設立準備のシン
ポジウムを立教大池袋キャンパ
スで開く。現時点の賛同者は、
反貧困ネットワークの湯浅誠事
務局長、子どもの緊急避難施設

「カリヨン子どもセンター」の坪
井節子理事長、教育社会学者の
本田由紀・東京大教授ら 70 人以
上。呼びかけ人の一人、湯沢直美・
立教大教授（社会福祉学）は「そ
れぞれの現場に詳しい人たちが
つながることで、困窮に苦しむ子
どもたちと親の状況を少しでも
改善したい」と話す。設立のきっ
かけは、昨年夏に出版された「子
どもの貧困白書」。多くの人が執
筆にかかわる過程で、子どもの
支援や親への助言について、各
分野の連携が必要なことを実感

したという。「どうしたら解決に
向かうか考え続けよう」という声
が強まり、全国ネットの結成が決
まった。 全国ネットでは、当面、
学費の滞納などで高校で学べな
くなったり、卒業を取り消された
りする事態をどうやったら防げる
か、行政への働きかけも含めて
重点的に取り組む。

2010/1/26	 読売新聞
	 非行の低年齢化、小学生の万引き

増える
青森県警が昨年 1 年間に刑法

違反で摘発・補導した「刑法犯
少年」は、前年比 5・8％減の
1074 人（暫定値）で、戦後最少
を記録したことが県警のまとめ
でわかった。ただ、14歳未満の「触
法少年」が増加に転じ、非行の
低年齢化が進んでいる実態が浮
かび上がった。県警は「規範意
識が低下し、犯罪を犯すことの
意識が希薄になっている」とし、
保護者や小学生などの啓発活動
を本格化させる。県警少年課に
よると、刑法犯少年のうち、14
～ 19 歳の「犯罪少年」は前年比
13・3％減の 783 人だった。一方
の「触法少年」は同 22・8％増の
291 人で、このうち小学生は 3 割
近くも増えた。万引きで摘発・補
導された少年でみると、高校生
が 2 割近く減ったのとは対照的
に、小学生は 2 割以上増加した。
人気アニメのトレーディングカー
ドや菓子などを狙ったケースが目
立った。

2010/1/27	 朝日新聞
	 塾や習い事の支出、大幅減　
	 不況、教育費も直撃

塾やけいこ事など、各家庭が
2008 年度の 1 年間で学校以外の
教育にかけた「学校外活動費」
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が前回 06 年度の調査に比べて大
幅に減っていたことが 27 日、文
部科学省の調査でわかった。高
校では私立が 1 人当たり 23・9％

（6 万 2 千円）減の約 19 万 8 千円、
公立は 9・8％（1 万 7 千円）減
の約 15 万 9 千円と、いずれも 94
年に現在の形の調査が始まって
以来、最低に。不況の影響が教
育費にも表れた格好だ。 

　
2010/1/28	 読売新聞
	 中学英語教員、小学校に派遣

中学の英語教諭らを小学校に
派遣する事業に埼玉県鶴ヶ島市
が乗り出す。

2011 年度から小学 5・6 年生
に「外国語活動」が必修化され
るのを前に、小中一貫の英語教
育を目指し、児童にいち早く興
味や関心を持ってもらうのが狙
い。4 月から全 8 小学校を対象に
始める。市では新たに臨時職員
などを募集している。発表による
と、派遣が予定されているのは、
市立中 5 校に勤務する英語教諭
11 人全員と、市費で新たに採用
する臨時職員 5 人。中学での授
業の傍ら、同じ学区の小学校で、
年間 35 コマの授業を進める担任
のサポート役を務め、授業計画
の立案を支援する。これまで市
立小の 5・6 年は「総合的な学習
の時間」を利用し、年間 25 ～ 35
コマの授業の中で、担任が英語
のあいさつや、簡単な歌やゲー
ムを通して英単語や会話表現を
教えていた。今回の派遣で、態
勢が 2 人になり、きめ細かい指
導が期待できるうえ、顔見知りの
教諭がいることで、進学後の不
安を取り除くなどの効果があると
いう。市学校教育課は「英語の
指導に慣れていない小学校の先
生もいる。教える側の不安解消

にもつながれば」としている。
2010/1/29	 朝日新聞
	 保育所定員5年で27万人増、
	 政府の子育て支援策

政府は 29 日、2010 年度から 5
年間の子育て支援策の方向性を
定めた「子ども・子育てビジョン」
を閣議決定した。認可保育所に
入れない待機児童の解消を目指
し、ニーズが大きい 3 歳未満児
向けの定員を年 5 万人程度増や
して、5 年後には今より 27 万人
多い 102 万人とする数値目標を
掲げた。約 2 万 5 千人いる待機
児童対策では、待機児童の約 8
割を占める 3 歳未満を重視。保
育所の整備に加え、小中学校の
空き教室や幼稚園などを活用す
ることで、現在は 3 歳未満児の 4
人に 1 人程度しか利用できない
状況を、3 人に 1 人に改善させる。
3 歳以上も含めた保育所全体の定
員を現在の 215 万人から、5 年後
には 241 万人まで増やす。働き
方の多様化に伴う保育ニーズに
対応するため、延長保育や休日
保育の受け入れ目標もそれぞれ
17 万人増、5 万人増とした。放
課後に小学生を預かる放課後児
童クラブ（学童保育）も 30 万人
の大幅増を目指す。 

2010/1/31	 毎日新聞
	 外国人学校：不況と闘う　

長引く不況が外国人学校を直
撃している。とりわけ製造業の
現場で働いてきたブラジル人が
次々と職を失い、子どもたちが退
学を余儀なくされている。生徒
数の減少で経営危機に陥った学
校現場では、教育を守る懸命な
努力が続き、草の根の支援活動
も始まった。ブラジル人学校は
07 年に全国で 100 校を超えてい
たが、統合や休校、閉鎖が相次ぎ、
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09 年 10 月末には 83 校に減少。
12 月末にも栃木や浜松などの数
校が閉鎖された。

2010/2/1	 読売新聞
	 小学校にも児童支援専任教諭

横浜市教委は来年度、いじめ
や暴力行為、不登校など、学校
が抱える問題に専門的に対応す
る「児童支援専任教諭」を小学
校 70 校に配置する。5 年間で市
内全 346 小学校に広げる計画で、
個別の問題を、学級担任と管理
職だけで抱え込みがちな小学校
の負担軽減を図るのが狙い。文
部科学省は「小学校に置くケー
スはあまり聞いたことがない」と
している。市教委などによると、
専任教諭は、中堅やベテランの
教諭から各校 1 人を選ぶ。小学
校では、教諭の授業は週 24 ～
28 コマ程度だが、専任教諭はコ
マ数を大幅に減らし、不足分を
新たに派遣する非常勤講師に受
け持ってもらう。初年度は、非常
勤講師の人件費として約 1 億
1800 万円を予算計上する方針。
専任教諭を小学校に配置する背
景には、「荒れ」の低年齢化があ
る。市内の全市立校 513 校では、
昨年度の暴力行為は過去最悪の
3397 件に上り、前年度から 532
件の大幅な増加となった。増加
率では、中学校が前年度比 14・7％
増だったのに対して、小学校は
同 40・5％増と深刻な事態になっ
ている。小学 6 年の男子児童が
同級生とケンカになった際、仲
裁に入った同級生の父親を殴る
など、「規範意識の欠如は甚だし
く、学校内で暴力が収まらない
状況」（市教委担当者）にある。
さらに、いじめは減少傾向にはあ
るものの、昨年度は市内の小学
校で約 400 件が確認されている。

市教委では、すでに中学校全校
に生徒指導の専任教諭を置いて
いるが、小学校にも広げることで、
警察や地域との連携を強めるほ
か、専任教諭を含めた学校全体
で問題をとらえることで、小学校
の組織強化を図るという。

2010/2/2	 毎日新聞
	 国歌不起立：教職員氏名、収集継

続　審査会答申に反し??神奈川
県教委

神奈川県教育委員会が国歌斉
唱時に起立しなかった教職員の
氏名を収集し続けている問題で、
県教委は 2 日の定例会で、収集
を継続する方針を決めた。県個
人情報保護審査会は 1 月 20 日、
07 年に続いて「県条例で取り扱
いを禁じる思想信条に該当する」
と収集した情報の利用停止を求
める 2 回目の答申を出したが、
再び収集を強行することになっ
た。定例会では、情報収集につ
いて「思想信条に触れないのが
大前提」との意見が大勢を占め、
出席した委員 5 人が継続を了承、
これまでに収集した情報も破棄
しないことを決めた。答申の順
守を求める市民団体の請願は不
採択とした。この問題では、教
職員らの不服申し立てを受けた
審査会が 07 年 10 月に収集した
情報の利用停止を答申。これを
受け県教委が条例の運用につい
て諮問した県個人情報保護審議
会も 08 年 1 月に「収集は不適当」
と答申した。県教委は 07 年春ま
での情報を破棄したが、審議会
答申が「最終的な職権行使は県
教委に委ねられている」との判
断を示したことなどから 08 年以
降も収集を続けていた。
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2010/2/3	 朝日新聞
	 区立の全小中学校に「読書科」
	 新設へ　東京・江戸川区

東京都江戸川区教育委員会は
今春から、区立の全小中学校 106
校で独自の新教科「読書科」を
新設することを決めた。読書離
れ、活字離れが言われるなか、
子どもたちにしっかり本を読ま
せ、「生きる力」を養うのがねら
いだという。区によると、自治体
が読書に絞った教科を設置する
のは全国初だという。区教委は、
とりあえず 2010 ～ 11 年度は週
に数回、朝や下校前の 10 ～ 15
分間を読書時間にあてる形で実
施する。試算では、年間に 16 ～
25 時間程度確保できるという。
どんな本を取り上げるかなど、具
体的な進め方は各校に委ねると
している。地域ぐるみで子どもの
読書意欲を高めるために、地元
の大人による図書ボランティアも
拡充する。区教委は 2 年間の実
施状況を踏まえた上で、12 年度
からは文部科学省の「教育課程
特例校制度」を活用し、国語、
算数などの一般教科と同じ位置
づけで通常の授業時間内に組み
込むことを検討している。通知
表で成績を評価することも検討
しているという。 

2010/2/15	 朝日新聞
	 教員養成6年制、議論始動　
	 免許更新制と調整　課題

先生の質を高めるため、免許
制度を抜本的に見直し、大学の
教員養成課程を 6 年制（修士）
とする民主党マニフェストに沿っ
た動きが文部科学省で始まった。
文部科学省内で 1 月中旬から週 1
回、教員養成の改革に向けた論
点整理をする会議が始まった。
副大臣や事務方の文科審議官を

トップに関係局長、課長も出席
するなど、改革に向けて意欲を
感じさせる布陣だ。教員の資質
向上についての意見を、大学関
係者や学校、保護者から求める
ことも発表。今の養成システムの
課題や提案を大学に求めたり、
ネットで募ったりする。提案は 3
月まで受けつける。春には中央
教育審議会（文科相の諮問機関）
に、改革を議論する新たな部会
を設ける方向で検討している。
鈴木寛・文科副大臣は、さまざ
まな場で、「教員養成の新たな仕
組みを盛り込んだ法案を 2011 年
の通常国会に提出する」と述べ
ている。言葉通りなら、今秋に
は法案のもとになるシステムの
骨格を固める必要がある。議論
は、この春から秋までがヤマ場と
なる。当初、民主党マニフェスト
の記述もあり、教員養成を現行
の 4 年から 6 年にする「6 年制」
に焦点があたってきた。多くの課
題を抱える学校現場で悩む教員
の質を、修士での免許状にする
ことで知識、対応力をアップさせ
る考え方だが、そもそも「4 年制
で育った教員のどこに問題があ
るか」についての議論は明確で
はない。むしろ、最近は「教員
の質向上」という基本に立ち返っ
た議論が強調され始めた。中教
審総会でも鈴木副大臣は教員養
成の改革について、6 年制のうち
の修士期間 2 年に言及し、「2 年
かどうかも含めて議論してほし
い」と話した。 

2010/2/12	 産経新聞
	 小 2男児、学年途中から「女児」

性同一性障害で
埼玉県内の公立小学校が昨年 9

月、小学 2 年の男児（8）の性同
一性障害を全校生徒に告げ、女
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児として学校生活を過ごすこと
を認めていたことが 12 日、県内
の教育関係者への取材で分かっ
た。関係者によると、在校中の
児童の性同一性障害を公表し、
生活上の性別を切り替えるケー
スは極めて異例という。関係者
によると、児童は男児として扱わ
れることに違和感を覚え、昨年 2
月に医療機関を受診。性同一性
障害と診断され、医師が「女性
として扱う配慮が望ましい」など
との意見を付けた。保護者から

「女の子として通学させたい」な
どと要望を受けた学校側は、児
童への配慮が必要と判断。昨年 9
月、校長が全校生徒に児童の性
同一性障害を公表した。また、
児童の母親がクラスの保護者に
事情を説明し、女児として学校
生活を過ごすことが認められた
という。児童の学籍は戸籍と同
様に男児のままだが、児童はス
カートをはいて登校し、トイレは
女性教員用を使用。体育の授業
や男女別に整列する際などでは、
女児として扱われているという。

2010/2/17	 産経新聞	
	 大学入試センターに質問書
	 つくる会　

今年 1 月の大学入試センター
試験で外国人参政権をめぐる不
適切な設問が指摘された問題で、

「新しい歴史教科書をつくる会」
（藤岡信勝会長）は同センターに
質問書を送付し、設問に対応す
る記述がある教科書は現行 17 種
類のうち 35％の 6 種類にすぎな
いといった疑問点を指摘、同セ
ンターに回答するよう求めた。同
センターはこれまで「多くの教科
書に準拠した出題で全く問題は
ない」とする見解を示していた。
批判が出ているのは、「現代社会」

で日本の参政権をめぐる 4 つの
選択肢から適当でない記述を選
ぶ問題。選択肢の一つに「最高
裁判所は外国人のうちの永住者
等に対して地方選挙の選挙権を
法律で付与することは憲法上禁
止されていないとしている」とあ
り、センターは他の選択肢を選
ぶことを正解とした。10 日付で
送付された質問書では、センター
の「多くの教科書」という見解
には無理があるとした上で「何％
の教科書が記述していれば試験
問題として作成可能な『多くの
教科書』と言えるのか」をただ
した。また、一橋出版の教科書
には「最高裁判所は 1995 年 2 月
に永住外国人にも地方参政権を
認める余地のある判断を示した
が、2000 年 6 月の判決では、地
方参政権を日本国民に限ってい
る公職選挙法などを合憲とした」
とする記述があり、「この教科書
を使用した受験生が当該設問に
解答し得るとした理由」にも回
答を求めるなどした。さらにこの
判決で地方参政権付与が「憲法
上禁止されているものではない」
とある記述が傍論にすぎず、判
決として効力を有する本論部分
の結論と異なる点を踏まえての
出題だったのかなどをただして
いる。

2010/2/23	 読売新聞
	 中高卒の若者失業率、
	 14・2％…過去最悪

総務省が 22 日発表した 2009
年の労働力調査の詳細集計（速
報）によると、15 ～ 24 歳の若年
層のうち、中高卒の完全失業率
が年平均で 14・2％に達し、過去
最悪を記録した。昨年の厳しい
雇用環境が主に若者を直撃した
ことを示している。また、正社員
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から失業者になった人も 08 年に
比べて 22 万人増と過去最大の上
昇幅となり、正社員も安泰では
ない状況を改めて裏づけた。09
年平均の失業率は 5・1％と過去
最悪の水準だった。このうち、
15 ～ 24 歳で、最終学歴が高校
や中学などの「高卒等」の失業
率は 14・2％に上り、現行方式で
の調査を始めた 02 年以降で最悪
となった。「大卒等」の 8％、「短
大・高専卒」の 5・9％に比べて
高く、また、25 ～ 34 歳の「高卒
等」の 8・4％よりも極端に高い
ことから、特に不利な状況にある
様子がうかがえる。一方、09 年
の完全失業者は 336 万人で、08
年に比べて 71 万人増と、上昇幅
は過去最大だった。このうち、過
去 1 年間で正規の職員や従業員
から離職した人は80 万人に上り、
08 年に比べて 22 万人増加した。

2010/2/24	 読売新聞
	 障害持つ子、携帯で学習支援…
	 手引を作成

携帯電話には、文字拡大や電
子辞書、タイマーなど、学習支
援に活用できる機能が多くある
障害を持つ児童・生徒の学習を
支援する携帯電話の活用マニュ
アルを、東京大学とソフトバンク
モバイル（東京都港区）が作成
した。携帯電話のカメラや辞書、
音声録音、読み上げ、タイマー
などの機能を活用した 99 の事例
を紹介。インターネットで入手で
きる。マニュアルは 17 ページ。
自閉症や注意欠陥・多動性障害

（ADHD）、肢体不自由、聴覚障害、
視覚障害など 9 種類の障害別に、
携帯電話の 17 機能の活用方法を
一覧表にまとめ、具体的な事例
も盛り込んでいる。読み書きに
障害のある子どもは、授業を音

声録音して記録したり、テキスト
化した授業内容を読み上げ機能
を使って音で聞いたりすること
ができる。視覚障害を持つ子ど
もには文字や画像の拡大機能が
役立つ。コミュニケーション面で
は、会話が苦手でもメールやカ
メラで撮った写真を通して意思
疎通ができる。また、筋ジストロ
フィーなどで手の力が弱くても、
電子辞書はページをめくる動作
なしに指先で操作できる。タッチ
パネル型の電話なら手をほとん
ど動かさずに文字が書ける。手
で持たなくても会話できるスピー
カーフォンも便利だ。マニュアル
作成のために昨年、全国の養護
学校など 11 校に米アップル社の

「iPhone（アイフォーン）」など携
帯電話 34 台を配布。東大先端科
学技術センターの中邑賢龍教授

（人間支援工学）ら研究室のス
タッフが学校に出向き、さまざま
な 機 能 を 検 証 し て も ら っ た。
ADHD を抱える児童の場合、タ
イマー機能を使って時間の経過
を画面で示すと気が散りにくく
なる効果があった。自閉症で会
話しない児童が、メールを送っ
たスタッフの目の前で「きょうは
楽しかった。ありがとう」と返信
して親を驚かせた例もあった。中
邑教授は「子どもの携帯電話の
所持には抵抗感を持つ人が多い
が、障害を持つ子どもにとっては
社会参加を促進し、劣等感や疎
外感を取り除くために有効な道
具。学校現場や保護者に活用を
浸透させていきたい」と話す。
今後、マニュアルをテキストにし
た講習会を要望に応じて開いて
いく。
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2010/2/27	 読売新聞
	 視覚重視「全員わかる授業」

視覚に訴えたり発言しやすい
雰囲気にしたりするなど、発達
障害を持つ児童に有効とされる
手法を通常学級の授業にも取り
入れる動きが広がっている。小
学校の教員らでつくる「授業の
ユニバーサルデザイン研究会」

（東京）が昨年 5 月に活動をスター
ト。先月 23 日には関西支部が発
足した。同研究会代表の桂聖・
筑波大付属小教諭は全員一緒に
理解させるためには、授業の視
覚化が欠かせないという。同研
究会は、国立特別支援教育総合
研究所総括研究員の広瀬由美子
さんや桂教諭らで設立。クラス
みんなが理解できる授業を目指
して勉強会を始めたところ、会
員数は関東の教員らを中心に約
250 人に増えた。これまで勉強会
を月 1 回開催し、集中力を持続
させるための授業方法などにつ
いて意見交換してきた。関西支
部に続き、中国支部の設立も検
討している。同研究会の初めて
の全国大会は 27 日、東京都文京
区の筑波大付属小で開かれる。

2010/2/28	 産経新聞	
	 教員人事権　大阪府から5市町に

移譲へ　全国初、23年度実施目
指す

都道府県教委が持つ市町村立
小中学校教員の人事権について、
大阪府北部の 5 市町が府から権
限移譲を受け、広域で教員採用
などを行う方針を決めたことが
27 日、分かった。地方分権を進
める橋下徹知事の強い後押しを
受けた取り組みで、実現すれば
全国初の試みとなる。市町側の
自由裁量で特色ある教育が期待
できる半面、地域間の教育格差

や恣意的な採用につながる恐れ
もあることから、5 市町は 5 月に
ワーキンググループを発足させ
て具体策を検討し、平成 23 年度
からの実施を目指す。市町村立
の小中学校教員の採用や処分、
異動に関する人事権、学級編成
基準の決定権は、関係法などで
都道府県教委がもつと定められ
ている。一部は政令市にも権限
があるが、一般の市町村にはな
い今回、権限移譲を求めるのは
大阪・北摂地域の池田、豊中、
箕面の 3 市と豊能、能勢の 2 町。
牽引役の倉田薫・池田市長は、
小中学校は市町村立なのに教員
は都道府県職員という“ねじれ”
をいびつと批判。市町村が独自
に教員を採用でき、小人数学級
の編成も自在に行えるようにな
れば「地域ごとに特色ある教育
が可能になる」と強調する。橋
下知事が実現に強い意欲を見せ
るこの試み。人事権と給与など
の予算権をセットにして市町村
に移譲する構想を打ち出してい
た。給与についても都道府県教
委に金額を決める権限があり、
教員の定数に応じた額を国と都
道府県が 1 対 2 の割合で負担し
ている。構想が実現すれば、市
町村が独自に給与額を決めて優
秀な教員を獲得しやすい環境を
整備することもできる。

2010/3/2	 朝日新聞
	 奨学金、給付型導入なし　政権交

代後も拡充は有利子貸与のみ
大学生の学業を支援する奨学

金。国の新年度予算案では教育
費負担軽減策として、その充実
がうたわれ、1 兆円超の事業費が
盛り込まれた。だが、拡充され
たのは主に利子がある貸与分。
返還不要の給付型の導入を望ん
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でいた関係者からは失望の声も
出ている。高等教育を社会でど
う支えるべきかという本質的議
論は、政権交代後も盛り上がり
を見せない。「進学機会を奪わな
いで！」「お金の心配なく学びた
い」。2 月 20 日、東京・渋谷駅前。
学生らが次々とマイクを握り、日
本学生支援機構が進める奨学金
回収強化策の撤回を求めた。日
本の公的奨学金事業を担う機構
は、増え続ける滞納対策として、
4 月から、滞納者情報を個人信用
情報機関に通報する制度を始め
る。通報された者は銀行ローン
を組めなくなったり、クレジット
カードを作れなくなったりするな
ど、生活に大きな支障が出る可
能性がある。機構の奨学金は貸
与のみで、無利子と有利子の 2
種類。返還免除が受けられるの
は大学院生の一部成績優秀者だ
けだ。貸し倒れの危険がある「リ
スク管理債権」に当たる 3 カ月
以上の滞納額は昨年度末で 2386
億円と、3 年前より 522 億円増え
た。機構や文部科学省は「返還
金は次の奨学金の原資に充てて
いる。回収強化は必要」として
おり、昨年の行政刷新会議の事
業仕分けでも「借金を踏み倒せ
ば社会的制裁がある」などと厳
しい声が飛んだ。だが、滞納者
を取り巻く状況は厳しい。昨年
度の滞納理由は「低所得」の
39・6％がトップで、「親の債務
返済」も 36・4％。6 カ月以上の
滞納者の 84％は年収 300 万円に
達しない。そもそも有利子型は、
根幹の無利子型を補う措置だっ
たが、08 年度の貸与実績は無利
子型が 34 万 8 千人、2479 億円
に対し、有利子型は 76 万 2 千人、
6446 億円。無利子型は 10 年前
からほぼ横ばいだが、有利子型

は人数で約 7 倍、額で 10 倍に増
えている。背景には、独立法人
化や小泉改革で、収益性など民
間の発想が重視されたことがあ
る。 結果、機構の奨学金は望めば、
有利子型ならほとんど利用でき
るようになった。学部生でみると、
現在は 3 分の 1 が貸与を受けて
いる。入学後から上限の金利 3％
で月 12 万円借りた場合、卒業時
には 800 万円近い借金を背負う
ことになる。

2010/3/4	 朝日新聞
	 学力調査、全国の7割が参加へ　

抽出漏れで
小 6、中 3 を対象にした全国学

力調査は今年 4 月実施分で全員
参加から 3 割の抽出式に転換す
るが、抽出からもれた学校の
61％が文部科学省に参加を求め
ていることが 4 日、わかった。す
べての学校が参加を求めている
ところも 11 県ある。この結果、
抽出で選ばれたところと合わせ、
全国の 73％の学校が学力調査を
受ける見通しとなった。学力調
査が抽出式になった背景には、
従来の全員参加型について「地
域間の学力コンテストになり、競
争心を過度にあおっている」と
批判されたこともある。ただし、
一方で学力向上を求める保護者
は多く、各教育委員会や学校は
その声に押されて国に参加を求
めた格好だ。多くの学校が参加
することにより、自治体別、学校
別の成績開示の是非をめぐる問
題も再燃しそうだ。 文科省は、
抽出から外れた学校についても、
希望すれば同じ問題を無料で提
供することにした。採点や分析
は教委、学校側の自己負担で、
国の全体の集計・分析には含め
ないこととされている。文科省は
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昨年末に抽出対象の学校約 1 万
校を決定。その後、都道府県教
委を通じて抽出から外れた学校
の意向をたずねたところ、小中
合わせて約 1 万 3900 校が参加を
希望した。これにより、4 月には
合計で全国の 73％の学校が参加
することになる。抽出から外れた
学校の参加希望率が 100％だった
のは秋田、石川、和歌山、山口、
高知、福岡、佐賀、長崎、大分、
宮崎、鹿児島の 11 県。最も低い
のは神奈川県の 9％で、愛知県

（12％）、群馬県（16％）なども
低かった。東京都は 54％、大阪
府は 92％、北海道は 81％だった。

2010/3/5	 産経新聞
	 知的障害越え“奇跡”の就職内定

9割　高校生の頑張りと指導法	
知的障害のある生徒が通う大

阪府立たまがわ高等支援学校（東
大阪市）で今春卒業予定の就職
希望者のうち、約 9 割の生徒の
就職が内定したことが 5 日、分
かった。長引く不況で就職難が
続き、府内の高校生の就職内定
率が 67・9％と低迷するなか「奇
跡的な数値」と話題を呼んでい
る。森均校長は「不況のなか生
徒たちががんばった。子供の将
来を不安に思う保護者も多いが、
働いて自立もできると明るい光
が差してくる」と声を弾ませてい
る。たまがわ高等支援学校は、
平成 18 年に開校。昨春に卒業し
た 1 期生の就職率も 8 割を超え
た。就職先はスーパーや工場、
運送会社など多岐にわたる。府
教育委員会によると、15 年度の
知的障害のある生徒の就職率は
わずか 13・7％だったが、同校の
躍進で、府全体の障害者の就職
率も上昇。今春の入試では 1・95
倍と支援学校としては異例の高

倍率となった。人気の高まりで、
府は同種の支援学校を増設する
計画だ。高い就職率の背景には、
職業実習を中心にした独自のカ
リキュラムがある。授業時間の半
分を職業訓練に充て、働く意識
を強く持たせる狙いがあるとい
う。

2010/3/7	 毎日新聞
	 高校無償化：国交の有無で区別せず
	 文科相「客観的に判断」

高校無償化法案の本格審議が 5
日、衆院文部科学委員会で始ま
り、朝鮮学校を支給対象とする
かについて川端達夫文部科学相
は、国交や民族教育の有無では
区別しない姿勢を強調した。川
端文科相は「ここを入れよう、こ
こを排除しようという立場で議
論はしていない。検討している
のは（支給基準となる）高校の
課程に類するかどうかを客観的
普遍的にどのように判断するか
だ」と述べた。池坊保子氏（公明）
は東京朝鮮中高級学校（東京都
北区）への視察に触れ、「他の学
校と同じように無償化の対象に
なるべきだと考えた」と発言。馳
浩氏（自民）も「政治、社会、
外交状況で教育の現場は左右さ
れてはならないのではないかと
いうのが私の質問の本音」と述
べた。

2010/3/11	 朝日新聞
	 教員の違法な政治活動、自民など

が罰則法案
自民党とみんなの党は 10 日、

教員が違法な政治活動をした場
合、3 年以下の懲役か 100 万円
以下の罰金を科せられるように
する教育公務員特例法の改正案
を衆院に提出した。北海道教職
員組合が民主党の小林千代美衆
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院議員陣営に違法な選挙資金を
提供したとされる事件を受けて
のことで、自民党の義家弘介参
院議員は記者会見で「法律違反
の行為を断れる根拠をつくって
ほしい、という声は教員からもき
ている」と語った。 北教組が加
盟する日本教職員組合（日教組）
は民主党の主要な支持団体の一
つで、衆院で民主が多数を占め
る現状では、法案がすぐに通る
状況ではない。ただし、世論の
批判を受け、鳩山由紀夫首相は
国会答弁で同法の見直しに言及。
民主党内にも「国民の広い支持
を得ることを考えれば日教組と
の関係にこだわらない方がいい」
という声が出ており、今後議論
が進む可能性がある。教育公務
員特例法は 18 条第 1 項で教員の
政治的行為を制限する一方、第 2
項では、違反しても刑事罰は受
けないとしている。1954 年の同
法改正時、国会で「教員のこと
は教育界の内部や教育行政の手
によって矯正されるべきだ」とい
う意見が出て、刑事罰が見送ら
れた経緯がある。 

2010/3/12	 朝日新聞
	 朝鮮学校の教育内容、第三者機関

が検証へ　4月に設置
高校無償化制度をめぐり、鳩

山内閣は 12 日、4 月のスタート
時に全国の朝鮮学校を除外した
上で、教育内容を検証するため
の第三者機関を同月中に設置す
る方針を固めた。朝鮮学校の生
徒を国費で支援することについ
ては拉致問題などとからめて強
い反対論がある一方、「差別的な
扱いをすべきではない」という反
論も多い。政府として客観的に
教育内容をチェックした上で、除
外の是非を検討する必要がある
と判断したという。第三者機関
でくわしく調査した上で、仮に「日
本の高校に類する教育が行われ
ている」という判断が出れば、無
償化の除外措置を解除すること
も視野に入れている。朝鮮学校
をめぐり、政府は「教育課程を
本国の北朝鮮に確認できない」
として制度から除外する方針を
固めている。一方で、世論の流
れによってはこの判断がアキレ
ス腱になる可能性もあり、政府と
して検証を尽くした形をとるべき
だと考えた。 
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